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の４地先白井河原橋まで 

右岸 笛吹市境川町大窪７番の６地先から甲府市白井町２２８０

番の１地先白井河原橋まで 

坪川 左岸 南アルプス市上市之瀬１１７番の１地先から南アルプス市

川西７番の１地先まで 

右岸 南アルプス市上野２２６番の４地先から南巨摩郡富士川

町大椚８９６番の１地先まで 

滝 沢

川 

左岸 南アルプス市桃園１６０１番の３地先から南アルプス市川

東４２番地先まで 

右岸 南アルプス市上宮地４７２番の４地先から南アルプス市川

西７番の１地先まで 

芦川 左岸 西八代郡市川三郷町上野４８１６番地先から西八代郡市

川三郷町市川大門２５４７番の１地先まで 

右岸 西八代郡市川三郷町上野３７９９番の１地先から西八代

郡市川三郷町市川大門３１１１番の２地先まで 

釜 無

川 

左岸 北杜市白州町花水字花水２２４９番の２地先花水坂橋か

ら韮崎市水神一丁目４６２１番４地先武田橋まで 

右岸 北杜市白州町台ヶ原字花水３８０番の２２地先花水坂橋

から韮崎市神山町鍋山字釜無河原２１８番１６９地先武田橋まで 

御 勅

使川 

左岸 南アルプス市須澤字清水１７４番の４地先源堰堤から韮

崎市龍岡町下條南割字西原５９６番１１地先御勅使川橋まで 

右岸 南アルプス市駒場字東畑１３８番の３地先源堰堤から南

アルプス市六科字御崎４４１番地地先御勅使川橋まで 

重川 左岸 甲州市塩山上栗生野字道泉１１６９番地先新千野橋から

山梨市大字一町田中字北河原８１３番の５地先重川橋まで 

右岸 甲州市塩山千野字小山平５５６番の１地先新千野橋から

山梨市下石森小字雲林５８６番の１地先重川橋まで 

の４地先白井河原橋まで 

右岸 笛吹市境川町大窪７番の６地先から甲府市白井町２２８０

番の１地先白井河原橋まで 

坪川 左岸 南アルプス市上市之瀬１１７番の１地先から南アルプス市

川西７番の１地先まで 

右岸 南アルプス市上野２２６番の４地先から南巨摩郡富士川

町大椚８９６番の１地先まで 

滝 沢

川 

左岸 南アルプス市桃園１６０１番の３地先から南アルプス市川

東４２番地先まで 

右岸 南アルプス市上宮地４７２番の４地先から南アルプス市川

西７番の１地先まで 

芦川 左岸 西八代郡市川三郷町上野４８１６番地先から西八代郡市

川三郷町市川大門２５４７番の１地先まで 

右岸 西八代郡市川三郷町上野３７９９番の１地先から西八代

郡市川三郷町市川大門３１１１番の２地先まで 

釜 無

川 

左岸 北杜市白州町花水字花水２２４９番の２地先花水坂橋か

ら韮崎市水神一丁目４６２１番４地先武田橋まで 

右岸 北杜市白州町台ヶ原字花水３８０番の２２地先花水坂橋

から韮崎市神山町鍋山字釜無河原２１８番１６９地先武田橋まで 

御 勅

使川 

左岸 南アルプス市須澤字清水１７４番の４地先源堰堤から韮

崎市龍岡町下條南割字西原５９６番１１地先御勅使川橋まで 

右岸 南アルプス市駒場字東畑１３８番の３地先源堰堤から南

アルプス市六科字御崎４４１番地地先御勅使川橋まで 

重川 左岸 甲州市塩山上栗生野字道泉１１６９番地先新千野橋から

山梨市大字一町田中字北河原８１３番の５地先重川橋まで 

右岸 甲州市塩山千野字小山平５５６番の１地先新千野橋から

山梨市下石森小字雲林５８６番の１地先重川橋まで 

治水課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県地域防災計画改正案新旧対照表 
本編頁数 旧 新 改正理由 

 

 - 52 -

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日川 左岸 甲州市勝沼町上岩崎字福地８４３番の１地先新祝橋から

笛吹市一宮町大字田中字山之神１３２番の５地先日川橋まで 

右岸 甲州市勝沼町勝沼字御所２５２０番の１０地先新祝橋から

山梨市大字一町田中字前田９２番地先日川橋まで 

鎌 田

川 
左岸  甲斐市篠原字大冷間１１６３番地先から中央市今福字大
角６８７番の１地先まで 

右岸  甲斐市篠原字大冷間１１５５番の６地先から中央市今福

字大角６８７番の１地先まで 

貢川 左岸  甲斐市天狗沢字北河原３８９番の３地先から甲府市上石
田二丁目２７７５番の１地先まで 

右岸  甲斐市大久保字村前１５番地先から甲府市上石田二丁

目８４７番の１地先まで 

戸川 左岸  南巨摩郡富士川町大久保字茶新居５９０番の１地先から

南巨摩郡富士川町鰍沢字薄田３４０番の２０地先まで 

右岸  南巨摩郡富士川町小室字寺尾５７６５番の３地先から南

巨摩郡富士川町鰍沢字新地８３５番の８地先まで 

 

(2) 水防警報の対象となる基準観測所 

河川名 基 準 観

測所名 

水 防 団

待 機 水

位 

氾 濫 注

意水位 

避 難 判

断水位 

氾 濫 危

険水位 

計 画 高

水位 

荒川 荒川 1.80 3.00 3.40 4.00 4.00 

塩川 岩根橋 0.80 1.70 2.10 2.50 3.00 

相川 相 川 三

之橋 

0.80 1.50 1.60 1.90 2.60 

濁川 濁川 1.50 2.00 2.50 3.00 3.74 

平等川 平等川 1.20 1.70 2.10 2.40 2.40 

滝戸川 下曽根 0.70 0.90 1.20 1.40 2.15 

境川 境川橋 0.90 1.20 1.40 1.60 3.10 

坪川 坪川 1.80 3.20 3.80 4.30 4.70 

日川 左岸 甲州市勝沼町上岩崎字福地８４３番の１地先新祝橋から

笛吹市一宮町大字田中字山之神１３２番の５地先日川橋まで 

右岸 甲州市勝沼町勝沼字御所２５２０番の１０地先新祝橋から

山梨市大字一町田中字前田９２番地先日川橋まで 

鎌 田
川 

左岸  甲斐市篠原字大冷間１１６３番地先から中央市今福字大
角６８７番の１地先まで 

右岸  甲斐市篠原字大冷間１１５５番の６地先から中央市今福
字大角６８７番の１地先まで 

貢川 左岸  甲斐市天狗沢字北河原３８９番の３地先から甲府市上石
田二丁目２７７５番の１地先まで 

右岸  甲斐市大久保字村前１５番地先から甲府市上石田二丁

目８４７番の１地先まで 

戸川 左岸  南巨摩郡富士川町大久保字茶新居５９０番の１地先から

南巨摩郡富士川町鰍沢字薄田３４０番の２０地先まで 

右岸  南巨摩郡富士川町小室字寺尾５７６５番の３地先から南

巨摩郡富士川町鰍沢字新地８３５番の８地先まで 

 

(2) 水防警報の対象となる基準観測所 

河川名 基準観

測所名 

水防団

待機水

位 

氾濫注

意水位 

避難判

断水位 

氾濫危

険水位 

計画高 

水位 

荒川 荒川 1.80 3.00 3.40 4.00 4.00 

塩川 岩根橋 0.80 1.70 2.10 2.50 3.00 

相川 相川三

之橋 

0.80 1.50 1.60 1.90 2.60 

濁川 濁川 1.50 2.00 2.50 3.00 3.74 

平等川 平等川 1.20 1.70 2.10 2.40 2.40 

滝戸川 下曽根 0.70 0.90 1.20 1.40 2.15 

境川 境川橋 0.90 1.20 1.40 1.60 3.10 

坪川 坪川 1.80 3.20 3.80 4.30 4.70 

治水課修

正 
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滝沢川 小 笠 原

橋 

1.10 1.30 1.30 1.50 2.84 

芦川 芦川橋 0.50 0.80 1.30 1.40 2.10 

釜無川 穴山橋 1.10 1.70 1.70 2.30 2.80 

国界橋 1.70 2.90 4.00 4.60 4.40 

御勅使

川 

御 勅 使

上橋 

1.60 2.00 2.00 2.80 4.60 

 

重川 

重川 0.70 1.20 1.40 1.60 1.70 

赤 尾 堰

堤下 

1.10 1.80 3.00 3.10 2.70 

日川 葡萄橋 0.80 1.40 2.40 2.80 2.10 

                                                        

                                                        

                                                        

 

 (3) 水防警報の伝達経路及び手段 

  図－１ 富士川水系各河川の水防警報連絡系統図 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝沢川 小笠原

橋 

1.10 1.30 1.30 1.50 2.84 

芦川 芦川橋 0.50 0.80 1.30 1.40 2.10 

釜無川 
穴山橋 1.10 1.70 1.70 2.30 2.80 

国界橋 1.70 2.90 4.00 4.60 4.40 

御勅使

川 

御勅使

上橋 

1.60 2.00 2.00 2.80 4.60 

重川 

重川 0.70 1.20 1.40 1.60 1.70 

赤尾堰

堤下 

1.10 1.80 3.00 3.10 2.70 

日川 葡萄橋 0.80 1.40 2.40 2.80 2.10 

鎌田川 鎌田川 3.30 4.60 5.30 5.70 6.60 

貢川 貢川 1.40 2.10 2.40 2.70 2.90 

戸川 戸川橋 1.40 2.30 2.90 3.10 3.40 

 

 (3) 水防警報の伝達経路及び手段 

図－１ 富士川水系各河川の水防警報連絡系統図 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治水課修

正 
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図-2 富士川水系各河川の水防本部（県）から水防管理者等への通

知及び周知系統図 
対 象 河 川

荒 川 　　甲府市、甲斐市、中央市間で相互に出水状況伝達

相 川

濁 川

平 等 川 　　甲府市、笛吹市、山梨市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

滝 戸 川 　　甲府市と中央市間で相互に出水状況伝達

境 川 　　甲府市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

坪 川

※峡南建設事務所へも連絡

滝 沢 川

※峡南建設事務所へも連絡

芦 川 　　中央市と市川三郷町間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

塩 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

釜 無 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

御 勅 使川 　　韮崎市と南アルプス市間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

重 川 　　山梨市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

日 川 　　山梨市、笛吹市、甲州市間で相互に出水状況伝達

　　南アルプス市と富士川町間で相互に出水状況伝達

中北建設事務所 南アルプス市、中央市、
富士川町

　　南アルプス市、中央市、富士川町間で相互に出水状況伝達

峡南建設事務所 中央市、市川三郷町

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市

中北建設事務所
南アルプス市、富士川町

峡北支所 北杜市、韮崎市

中北建設事務所 甲府市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市、
山梨市

中北建設事務所 甲府市、中央市

情 報 発 信 事 務 所 伝 達 先 市 町 間 の 連 絡 （必 要 に 応 じて ）

中北建設事務所 甲府市、甲斐市、
中央市

中北建設事務所 甲府市

北杜市、韮崎市

中北建設事務所 韮崎市、南アルプス市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市、甲州市

峡北支所

 

 

 

 

 

 

１１ 県が行う水位到達情報の通知 

(1) 水位到達情報の通知を行う河川名、区域 

図-2 富士川水系各河川の水防本部（県）から水防管理者等への通知及

び周知系統図 

対象河川

荒 川 　　甲府市、甲斐市、中央市間で相互に出水状況伝達

相 川

濁 川

平 等 川 　　甲府市、笛吹市、山梨市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

滝 戸 川 　　甲府市と中央市間で相互に出水状況伝達

境 川 　　甲府市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

坪 川

※峡南建設事務所へも連絡

滝 沢 川

※峡南建設事務所へも連絡

芦 川 　　中央市と市川三郷町間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

塩 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

釜 無 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

御 勅 使
川

　　韮崎市と南アルプス市間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

重 川 　　山梨市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

日 川 　　山梨市、笛吹市、甲州市間で相互に出水状況伝達

鎌 田 川 　　甲府市、甲斐市、中央市、昭和町間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

貢 川 　　甲府市と甲斐市間で相互に出水状況伝達

戸 川

峡北支所 北杜市、韮崎市

　　南アルプス市と富士川町間で相互に出水状況伝達

中北建設事務所 南アルプス市、中央市、
富士川町

　　南アルプス市、中央市、富士川町間で相互に出水状況伝達

峡南建設事務所 中央市、市川三郷町

峡北支所

中北建設事務所 甲府市、中央市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市

中北建設事務所 南アルプス市、富士川
町

中北建設事務所 甲府市

中北建設事務所 甲府市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市、
山梨市

情報発信事務所 伝達先 市町間の連絡（必要に応じて）

中北建設事務所 甲府市、甲斐市、
中央市

北杜市、韮崎市

中北建設事務所 韮崎市、南アルプス市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市、甲州市

中北建設事務所

中北建設事務所 甲府市、甲斐市

峡南建設事務所 富士川町

甲府市、甲斐市、
中央市、昭和町

 

 

１１ 県が行う水位到達情報の通知 

(1) 水位到達情報の通知を行う河川名、区域 

治水課修

正 
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河 川

名 

区域 

相川 左岸 甲府市古府中町６０３３番の６地先から甲府市宝二丁目１

０２３番地先まで 

右岸 甲府市塚原町７番の２地先から甲府市飯田五丁目６５９番

地先まで 

濁川 左岸 甲府市宝一丁目７８番の２地先から甲府市下曽根町３３０

４番地の２地先まで 

右岸 甲府市宝一丁目７０番の１地先から甲府市大津町１８７１

番地の１地先まで 

平 等

川 

左岸 山梨市山根３２０番の１地先から甲府市上曽根町１８３９番

地の３地先まで 

右岸 山梨市山根３４０番地先から甲府市小曲町１５０５番地先

まで 

滝 戸

川 

左岸 甲府市中畑町１２３７番の１地先から中央市高部１０４９番

の２地先新滝戸川橋まで 

右岸 甲府市心経寺町７６番の２地先から中央市高部１９２２番

の４地先新滝戸川橋まで 

境川 左岸 笛吹市境川町藤垈８８５番地先から甲府市白井町９５０番

の４地先白井河原橋まで 

右岸 笛吹市境川町大窪７番の６地先から甲府市白井町２２８０

番の１地先白井河原橋まで 

坪川 左岸 南アルプス市上市之瀬１１７番の１地先から南アルプス市

川西７番の１地先まで 

右岸 南アルプス市上野２２６番の４地先から南巨摩郡富士川町

大椚８９６番の１地先まで 

滝 沢

川 

左岸 南アルプス市桃園１６０１番の３地先から南アルプス市川

東４２番地先まで 

右岸 南アルプス市上宮地４７２番の４地先から南アルプス市川

西７番の１地先まで 

河川

名 

区域 

相川 左岸 甲府市古府中町６０３３番の６地先から甲府市宝二丁目１

０２３番地先まで 

右岸 甲府市塚原町７番の２地先から甲府市飯田五丁目６５９番

地先まで 

濁川 左岸 甲府市宝一丁目７８番の２地先から甲府市下曽根町３３０

４番地の２地先まで 

右岸 甲府市宝一丁目７０番の１地先から甲府市大津町１８７１

番地の１地先まで 

平等

川 

左岸 山梨市山根３２０番の１地先から甲府市上曽根町１８３９番

地の３地先まで 

右岸 山梨市山根３４０番地先から甲府市小曲町１５０５番地先

まで 

滝戸

川 

左岸 甲府市中畑町１２３７番の１地先から中央市高部１０４９番

の２地先新滝戸川橋まで 

右岸 甲府市心経寺町７６番の２地先から中央市高部１９２２番

の４地先新滝戸川橋まで 

境川 左岸 笛吹市境川町藤垈８８５番地先から甲府市白井町９５０番

の４地先白井河原橋まで 

右岸 笛吹市境川町大窪７番の６地先から甲府市白井町２２８０

番の１地先白井河原橋まで 

坪川 左岸 南アルプス市上市之瀬１１７番の１地先から南アルプス市

川西７番の１地先まで 

右岸 南アルプス市上野２２６番の４地先から南巨摩郡富士川町

大椚８９６番の１地先まで 

滝沢

川 

左岸 南アルプス市桃園１６０１番の３地先から南アルプス市川

東４２番地先まで 

右岸 南アルプス市上宮地４７２番の４地先から南アルプス市川

西７番の１地先まで 

治水課修

正 
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芦川 左岸 西八代郡市川三郷町上野４８１６番地先から西八代郡市

川三郷町市川大門２５４７番の１地先まで 

右岸 西八代郡市川三郷町上野３７９９番の１地先から西八代郡

市川三郷町市川大門３１１１番の２地先まで 

釜 無

川 

左岸 北杜市白州町花水字花水２２４９番の２地先花水坂橋から

韮崎市水神一丁目４６２１番４地先武田橋まで 

右岸 北杜市白州町台ヶ原字花水３８０番の２２地先花水坂橋か

ら韮崎市神山町鍋山字釜無河原２１８番１６９地先武田橋まで 

 

 

御 勅

使川 

左岸 南アルプス市須澤字清水１７４番の４地先源堰堤から韮崎

市龍岡町下條南割字西原５９６番１１地先御勅使川橋まで 

右岸 南アルプス市駒場字東畑１３８番の３地先源堰堤から南ア

ルプス市六科字御崎４４１番地地先御勅使川橋まで 

 

重川 

左岸 甲州市塩山上栗生野字道泉１１６９番地先新千野橋から

山梨市大字一町田中字北河原８１３番の５地先重川橋まで 

右岸 甲州市塩山千野字小山平５５６番の１地先新千野橋から

山梨市下石森小字雲林５８６番の１地先重川橋まで 

 

日川 

左岸 甲州市勝沼町上岩崎字福地８４３番の１地先新祝橋から

笛吹市一宮町大字田中字山之神１３２番の５地先日川橋まで 

右岸 甲州市勝沼町勝沼字御所２５２０番の１０地先新祝橋から

山梨市大字一町田中字前田９２番地先日川橋まで 

鎌 田
川 

 

左岸  甲斐市篠原字大冷間１１６３番地先から中央市今福字大
角６８７番の１地先まで 

右岸  甲斐市篠原字大冷間１１５５番の６地先から中央市今福

字大角６８７番の１地先まで 

    左岸  甲斐市天狗沢字北河原３８９番の３地先から甲府市上石
田二丁目２７７５番の１地先まで 

右岸  甲斐市大久保字村前１５番地先から甲府市上石田二丁

目８４７番の１地先まで 

芦川 左岸 西八代郡市川三郷町上野４８１６番地先から西八代郡市

川三郷町市川大門２５４７番の１地先まで 

右岸 西八代郡市川三郷町上野３７９９番の１地先から西八代郡

市川三郷町市川大門３１１１番の２地先まで 

釜無

川 

左岸 北杜市白州町花水字花水２２４９番の２地先花水坂橋から

韮崎市水神一丁目４６２１番４地先武田橋まで 

右岸 北杜市白州町台ヶ原字花水３８０番の２２地先花水坂橋か

ら韮崎市神山町鍋山字釜無河原２１８番１６９地先武田橋まで 

 

 

御勅

使川 

左岸 南アルプス市須澤字清水１７４番の４地先源堰堤から韮崎

市龍岡町下條南割字西原５９６番１１地先御勅使川橋まで 

右岸 南アルプス市駒場字東畑１３８番の３地先源堰堤から南ア

ルプス市六科字御崎４４１番地地先御勅使川橋まで 

 

重川 

左岸 甲州市塩山上栗生野字道泉１１６９番地先新千野橋から

山梨市大字一町田中字北河原８１３番の５地先重川橋まで 

右岸 甲州市塩山千野字小山平５５６番の１地先新千野橋から

山梨市下石森小字雲林５８６番の１地先重川橋まで 

 

日川 

左岸 甲州市勝沼町上岩崎字福地８４３番の１地先新祝橋から

笛吹市一宮町大字田中字山之神１３２番の５地先日川橋まで 

右岸 甲州市勝沼町勝沼字御所２５２０番の１０地先新祝橋から

山梨市大字一町田中字前田９２番地先日川橋まで 

鎌 田
川 

 

左岸  甲斐市篠原字大冷間１１６３番地先から中央市今福字大
角６８７番の１地先まで 

右岸  甲斐市篠原字大冷間１１５５番の６地先から中央市今福
字大角６８７番の１地先まで 

貢川 

 

左岸  甲斐市天狗沢字北河原３８９番の３地先から甲府市上石
田二丁目２７７５番の１地先まで 

右岸  甲斐市大久保字村前１５番地先から甲府市上石田二丁

目８４７番の１地先まで 

治水課修

正 
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    左岸  南巨摩郡富士川町大久保字茶新居５９０番の１地先から
南巨摩郡富士川町鰍沢字薄田３４０番の２０地先まで 

右岸  南巨摩郡富士川町小室字寺尾５７６５番の３地先から南

巨摩郡富士川町鰍沢字新地８３５番の８地先まで 

 

 

(2) 水位到達情報の通知の対象となる基準地点と基準水位 

河 川

名 

観測所

名 

水防団待

機水位 

( 通 報 水

位) 

氾 濫 注 意

水位 

( 警 戒 水

位) 

避難判断水位 

( 洪 水 特 別 警

戒水位) 

氾濫危険

水位 

相川 相川三

之橋 

0.80 1.50 1.60 1.90 

濁川 濁川 1.50 2.00 2.50 3.00 

平 等

川 

平等川 1.20 1.70 2.10 2.40 

滝 戸

川 

下曽根 0.70 0.90 1.20 1.40 

境川 境川橋 0.90 1.20 1.40 1.60 

坪川 坪川 1.80 3.20 3.80 4.30 

滝 沢

川 

小笠原

橋 

1.10 1.30 1.30 1.50 

芦川 芦川橋 0.50 0.80 1.30 1.40 

釜 無

川 

穴山橋 1.10 1.70 2.30 2.80 

国界橋 1.70 2.90 4.60 4.40 

御 勅

使川 

御勅使

上橋 

1.60 2.00 2.80 4.60 

 

重川 

重川 0.70 1.20 1.60 1.70 

赤尾堰

堤下 

1.10 1.80 3.10 2.70 

戸川 

 

左岸  南巨摩郡富士川町大久保字茶新居５９０番の１地先から
南巨摩郡富士川町鰍沢字薄田３４０番の２０地先まで 

右岸  南巨摩郡富士川町小室字寺尾５７６５番の３地先から南
巨摩郡富士川町鰍沢字新地８３５番の８地先まで 

 

(2) 水位到達情報の通知の対象となる基準地点と基準水位 

河川

名 

観測所

名 

水防団待

機水位 

(通報水

位) 

氾濫注意

水位 

(警戒水

位) 

避難判断水位 

(洪水特別警

戒水位) 

氾濫危険

水位 

相川 相川三

之橋 

0.80 1.50 1.60 1.90 

濁川 濁川 1.50 2.00 2.50 3.00 

平等

川 

平等川 1.20 1.70 2.10 2.40 

滝戸

川 

下曽根 0.70 0.90 1.20 1.40 

境川 境川橋 0.90 1.20 1.40 1.60 

坪川 坪川 1.80 3.20 3.80 4.30 

滝沢

川 

小笠原

橋 

1.10 1.30 1.30 1.50 

芦川 芦川橋 0.50 0.80 1.30 1.40 

釜 無

川 

穴山橋 1.10 1.70 1.70 2.30 

国界橋 1.70 2.90 4.00 4.60 

御勅

使川 

御勅使

上橋 

1.60 2.00 2.00 2.80 

重川 

重川 0.70 1.20 1.40 1.60 

赤尾堰

堤下 

1.10 1.80 3.00 3.10 

治水課修

正 
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日川 葡萄橋 0.80 1.40 2.80 2.10 

   

  

                

                  

                   

 

(3) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

図－１ 各河川の水位到達情報連絡系統図 

   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日川 葡萄橋 0.80 1.40 2.40 2.80 

鎌田

川 

鎌田川 3.30 4.60 5.30 5.70 

貢川 貢川 1.40 2.10 2.40 2.70 

戸川 戸川橋 1.40 2.30 2.90 3.10 

 

(3) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

  図－１ 各河川の水位到達情報連絡系統図 

     （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治水課修

正 
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 図－２ 各河川の水防支部（県）から水防管理団体への通知及び周知

系統図 

 

 

 

 

 

 

図－２ 各河川の水防支部（県）から水防管理団体への通知及び周知系統

図 

対象河川

荒 川 　　甲府市、甲斐市、中央市間で相互に出水状況伝達

相 川

濁 川

平 等 川 　　甲府市、笛吹市、山梨市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

滝 戸 川 　　甲府市と中央市間で相互に出水状況伝達

境 川 　　甲府市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

坪 川

※峡南建設事務所へも連絡

滝 沢 川

※峡南建設事務所へも連絡

芦 川 　　中央市と市川三郷町間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

塩 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

釜 無 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

御 勅 使
川

　　韮崎市と南アルプス市間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

重 川 　　山梨市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

日 川 　　山梨市、笛吹市、甲州市間で相互に出水状況伝達

鎌 田 川 　　甲府市、甲斐市、中央市、昭和町間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

貢 川 　　甲府市と甲斐市間で相互に出水状況伝達

戸 川

峡北支所 北杜市、韮崎市

　　南アルプス市と富士川町間で相互に出水状況伝達

中北建設事務所 南アルプス市、中央市、
富士川町

　　南アルプス市、中央市、富士川町間で相互に出水状況伝達

峡南建設事務所 中央市、市川三郷町

峡北支所

中北建設事務所 甲府市、中央市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市

中北建設事務所 南アルプス市、富士川
町

中北建設事務所 甲府市

中北建設事務所 甲府市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市、
山梨市

情報発信事務所 伝達先 市町間の連絡（必要に応じて）

中北建設事務所 甲府市、甲斐市、
中央市

北杜市、韮崎市

中北建設事務所 韮崎市、南アルプス市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市、甲州市

中北建設事務所

中北建設事務所 甲府市、甲斐市

峡南建設事務所 富士川町

甲府市、甲斐市、
中央市、昭和町

 

治水課修

正 
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第５節 雪害対策 

１ 道路交通における雪氷対策 

(1) 雪氷対策体制 

 ア～エ （略） 

   オ 除雪実施体制について 

    ①～③ （略） 

別表 １ 

 体制の発令基準 

準

備

体

制 

・気象予報等により降雪又は凍結が予想される場合 

注

意

体

制 

・路面凍結し、又は雪が降り始め、交通に支障が生じる恐れ がある

場合 

・積雪深が 10cm に達した場合 

・気象台から大雪注意報が発表された場合 

警

戒

体

制 

・路面凍結等により一般交通を確保できないと判断される場合 

・積雪深が 20cm に達し、さらに降雪の恐れ がある場合 

・積雪があり、気象台により大雪警報が発表された場合 

非

常

体

制 

・気象情報等により、豪雪吹雪等が予想され、路面の積雪状況により

広範囲に交通不能と判断される場合 

・県内の広範囲に積雪深が 30cm を大きく超え、さらに積雪が見込まれ

るとき 

・異常降雪における災害警戒本部が設置された場合 

 

第６節 消防対策 

２ 災害防ぎょ措置 

  (1)～(3) （略） 

(4) 消防水利の統制 

 

第５節 雪害対策 

１ 道路交通における雪氷対策 

(1) 雪氷対策体制 

 ア～エ （略） 

   オ 除雪実施体制について 

①～③ （略） 

別表 １ 

 体制の発令基準 

準

備

体

制 

・気象予報等により降雪又は凍結が予想される場合 

注

意

体

制 

・路面凍結し、又は雪が降り始め、交通に支障が生じるおそれがある

場合 

・積雪深が 10cm に達した場合 

・気象台から大雪注意報が発表された場合 

警

戒

体

制 

・路面凍結等により一般交通を確保できないと判断される場合 

・積雪深が 20cm に達し、さらに降雪のおそれがある場合 

・積雪があり、気象台により大雪警報が発表された場合 

非

常

体

制 

・気象情報等により、豪雪吹雪等が予想され、路面の積雪状況により

広範囲に交通不能と判断される場合 

・県内の広範囲に積雪深が 30cm を大きく超え、さらに積雪が見込まれ

るとき 

・異常降雪における災害警戒本部が設置された場合 

 

第６節 消防対策 

２ 災害防ぎょ措置 

  (1)～(3) （略） 

(4) 消防水利の統制 
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市町村長又は消防長は、消防隊が効果的に水利を活用するため、予め

当着順ごとに水利部署を規制する計画を各地区ごとに水道鉄管口径、圧

力、有限水利(貯水槽(池))及び河川等の自然水利と併せて適切に活用でき

るよう総合的に判断し定めるものとする。 

また、「平常時」「減水時」「断水時」といかなる状況下においても対応でき

るよう、予め水利統制計画を樹立するものとする。 

   ア、イ （略） 

(5) 飛火警戒 

    （略） 

   ア～エ （略） 

オ 飛火警戒の要領 

① （略） 

② 自衛消防隊等には小型ポンブ、バケツ、火叩き等を携行させ、住

宅等の屋上その他の高所に配置する。 

 

３ 林野火災の応急対策 

(1) 略 

(2) 市町村のとるべき措置 

ア 市町村長又は消防長は、林野火災が発生したときは、県森林環境部関係

機関並びに林業関係団体等に早期に火災状況を通報するとともに、状況に応

じ知事に消防防災へリコプターの出動を要請するものとする。 

 

第７節 原子力災害応急対策 

３ モニタリング活動 

(1)～(2) 略 

(3) 放射性核種濃度の測定 

県は、あらかじめ定められた分掌に基づき、飲料水、食品、大気浮遊塵、降下

物等の測定を行うとともに、測定結果を県ホームページで公表する。 

なお、濃度測定の分掌は、概ね次のとおりとする。 

  ア 福祉保健部  飲料水の検査 

  イ 森林環境部  大気、水質、林産物、廃棄物の検査 

市町村長又は消防長は、消防隊が効果的に水利を活用するため、予め

到着順ごとに水利部署を規制する計画を各地区ごとに水道鉄管口径、圧

力、有限水利(貯水槽(池))及び河川等の自然水利と併せて適切に活用でき

るよう総合的に判断し定めるものとする。 

また、「平常時」「減水時」「断水時」といかなる状況下においても対応でき

るよう、予め水利統制計画を樹立するものとする。 

ア、イ （略） 

(5) 飛火警戒 

（略） 

   ア～エ （略） 

オ 飛火警戒の要領 

① （略） 

② 自衛消防隊等には小型ポンプ、バケツ、火叩き等を携行させ、住

宅等の屋上その他の高所に配置する。 

 

３ 林野火災の応急対策 

(1) 略 

(2) 市町村のとるべき措置 

ア 市町村長又は消防長は、林野火災が発生したときは、県林政部関係機関

並びに林業関係団体等に早期に火災状況を通報するとともに、状況に応じ知

事に消防防災へリコプターの出動を要請するものとする。 

 

第７節 原子力災害応急対策 

３ モニタリング活動 

(1)～(2) 略 

(3) 放射性核種濃度の測定 

県は、あらかじめ定められた分掌に基づき、飲料水、食品、大気浮遊塵、降下

物等の測定を行うとともに、測定結果を県ホームページで公表する。 

なお、濃度測定の分掌は、概ね次のとおりとする。 

  ア 福祉保健部  飲料水の検査 

  イ 林政部  林産物の検査 

行政事務

組合消防

本部修正 

 

 

 

 

 

 

 

峡北広域

行政事務

組合消防

本部修正 

 

 

 

 

県組織改

編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県組織改

編のため 
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  ウ 産業労働部  工業製品の検査 

  エ 農 政 部  農畜水産物の検査 

  オ 県土整備部  下水汚泥の検査 

 

４ 市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れ 

原子力災害による県外から本県への避難者については、関係都道府県から

の協議を受け、本章第１節５「広域避難」及び６本章第１節「広域一時滞在」に

より受け入れるものとする。なお、県は必要に応じて、一時避難所を確保する

とともに、県営住宅又は県職員宿舎等を活用し避難者の受け入れに努める。 

 

５ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

(1) 原子力緊急事態が発生した場合には、原災法第１５条の規定に基づ

き、内閣総理大臣は、応急対策を実施すべき区域の市町村長及び都道

府県知事に対し、下記の表１の指標を踏まえて、住民等に屋内退避や避

難の勧告又は指示を行うべきことの指示を行うこととなっている。 

 （略） 

(2) 市町村長は、内閣総理大臣から屋内退避もしくは避難に関する指示が

あったとき、住民等に対する屋内退避又は避難の勧告又は指示の措置

をとる。 

なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原

子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感

染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先と

する。具体的には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避

難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染

者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手

洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 (3) 県は、市町村長が屋内退避もしくは避難を勧告又は指示した区域につ

いて、外部から車両等が進入しないように指導するなど、交通の規制及

び立入制限等必要な措置をとるように関係機関に要請する。 

（略） 

  ウ 環境・エネルギー部  大気、水質、廃棄物の検査 

  エ 産業労働部  工業製品の検査 

  オ 農 政 部  農畜水産物の検査 

  カ 県土整備部  下水汚泥の検査 

 

４ 市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れ 

原子力災害による県外から本県への避難者については、関係都道府県から

の協議を受け、本章第１節５「広域避難」及び本章第１節６「広域一時滞在」に

より受け入れるものとする。なお、県は必要に応じて、一時避難所を確保する

とともに、県営住宅又は県職員宿舎等を活用し避難者の受け入れに努める。 

 

５ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

(1) 原子力緊急事態が発生した場合には、原災法第１５条の規定に基づ

き、内閣総理大臣は、応急対策を実施すべき区域の市町村長及び都道

府県知事に対し、下記の表１の指標を踏まえて、住民等に屋内退避や避

難の      指示を行うべきことの指示を行うこととなっている。 

 （略） 

(2) 市町村長は、内閣総理大臣から屋内退避もしくは避難に関する指示が

あったとき、住民等に対する屋内退避又は避難の      指示の措置

をとる。 

なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原

子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感

染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先と

する。具体的には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避

難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染

者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手

洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

(3) 県は、市町村長が屋内退避もしくは避難を      指示した区域につ

いて、外部から車両等が進入しないように指導するなど、交通の規制及

び立入制限等必要な措置をとるように関係機関に要請する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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表 1 屋内避難又は避難等に関する指標 

 

第１１節 避難、救援対策 

１ 避難対策 

 ・大規模な災害発生時等においては、多数の避難者の発生が予想される。

このような事態に対処し、住民の生命、身体の安全を確保するため、市町

村長その他関係法令の規定に基づく避難に関する措置の実施責任者は、

必要に応じ避難に関する可能な限りの措置をとるものとする。 

・特に、市町村長は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢

者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。

このため、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、地域住民に対して避難

準備を呼びかけるとともに、特に避難行動に時間を要する者に対して、その

避難行動支援対策と対応しつつ、自主的な避難の促進を図るため、早めの

段階で避難行動を開始することを求める避難準備（避難行動要支援者避

難）情報（以下「避難準備・高齢者等避難開始情報」という。）の伝達を行う

ものとする。（台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合において

は、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して

わかりやすく適切に状況を伝達するとともに、夜間に発令する可能性がある

場合には、避難行動をとりやすい時間帯に情報の提供に努める。また災害

の状況に応じて避難勧告等を発令したうえで、避難時の周囲の状況等によ

り近隣のより安全な建物への「緊急的待避」や「屋内安全確保」といった適

切な避難行動を住民が取れるようにも努める。） 

・ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場

合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状

況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、

「緊急安全確保」を行うべきことについて、市町村は、日頃から住民等への

周知徹底に努めるものとする。 

・県と市町村は、訪日外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪

者への情報伝達体制等の整備に努めるものとする。 

・市町村は、避難勧告等を発令する際に、県に必要な助言を求めることが

できるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先

表 1 屋内退避又は避難等に関する指標 

 

第１１節 避難、救援対策 

１ 避難対策 

 ・大規模な災害発生時等においては、多数の避難者の発生が予想される。

このような事態に対処し、住民の生命、身体の安全を確保するため、市町

村長その他関係法令の規定に基づく避難に関する措置の実施責任者は、

必要に応じ避難に関する可能な限りの措置をとるものとする。 

 ・特に、市町村長は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢

者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。

このため、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、地域住民に対して避難

準備を呼びかけるとともに、特に避難行動に時間を要する者に対して、その

避難行動支援対策と対応しつつ、自主的な避難の促進を図るため、早めの

段階で避難行動を開始することを求める避難準備（避難行動要支援者避

難）情報（以下「避難準備・高齢者等避難開始情報」という。）の伝達を行う

ものとする。（台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合において

は、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して

わかりやすく適切に状況を伝達するとともに、夜間に発令する可能性がある

場合には、避難行動をとりやすい時間帯に情報の提供に努める。また災害

の状況に応じて避難勧告等を発令したうえで、避難時の周囲の状況等によ

り近隣のより安全な建物への「緊急的待避」や「屋内安全確保」といった適

切な避難行動を住民が取れるようにも努める。） 

・ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場

合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状

況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、

「緊急安全確保」を行うべきことについて、市町村は、日頃から住民等への

周知徹底に努めるものとする。 

・県と市町村は、訪日外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪

者への情報伝達体制等の整備に努めるものとする。 

・市町村は、避難指示等を発令する際に、県に必要な助言を求めることが

できるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

・県は、市町村から求めがあった場合には、避難指示（緊急）又は避難勧告

の対象地域、判断時期等について、時期を失することなく避難勧告等が発

令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。 

・国〔国土交通省、気象庁〕及び都道府県は、避難勧告等の発令基準に活

用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の

警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すもの

とする。 

・市町村は、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫す

ること、その対象者を明確にすること、避難勧告等に対応する警戒レベルを

明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動がわかる

ように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるも

のとする。 

・市町村は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染

症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福

祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含

めて検討するよう努めるものとする。 

 

 

・市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペ

ースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支

援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

 

(1) 避難の実施責任者 

   避難の実施責任者は次のとおりであるが、市町村長がその全部又は

大部分の事務を行うことができなくなったときは、知事が代行して避難の

勧告・指示を行う。(災害対策基本法第 60 条第 6 項) 

 ア～オ （略） 

（2） （略） 

(3) 市町村の避難計画 

 （略） 

の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

・県は、市町村から求めがあった場合には、避難指示              

の対象地域、判断時期等について、時期を失することなく避難指示等が発

令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。 

・国〔国土交通省、気象庁〕及び都道府県は、避難指示等の発令基準に活

用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の

警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すもの

とする。 

・市町村は、危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫す

ること、その対象者を明確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを

明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動がわかる

ように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるも

のとする。 

・市町村は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時

から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患

者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連

携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、

国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含め

て、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。 

・市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペ

ースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支

援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

 

(1) 避難の実施責任者 

   避難の実施責任者は次のとおりであるが、市町村長がその全部又は

大部分の事務を行うことができなくなったときは、知事が代行して避難の 

    指示を行う。(災害対策基本法第 60 条第 6 項) 

 ア～オ （略） 

（2） （略） 

(3) 市町村の避難計画 

 （略） 

 

災害対策

基本法改

正のため 

災害対策

基本法改

正のため 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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計画修正
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  ア 避難計画の概要 

・防災用具、非常持出品、食糧等の準備及び点検 

・災害別地域別の指定緊急避難場所及び指定避難所の所在、名称、

収容可能人員 

・危険地域、危険施設物等の所在場所 

・避難の勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

・避難経路、誘導方法及び避難の際の携帯品の制限 

・収容者の安全管理及び負傷者の救護方法 

・障害者や高齢者など避難行動要支援者に対する避難支援計画の具

体化（避難行動要支援者一人ひとりの避難支援プランの策定、迅速

な安否確認等） 

・市町村・県の区域を越える避難の実施方法等 

イ避難所の選定基準等 

市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公共的施設等を対象に、

その施設の管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時に

おいて被災者の安全が確保される「指定緊急避難場所」及び避難生活を

送るための「指定避難所」について、必要な数、規模の施設等をあらかじ

め指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民

への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況

や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション

等の多様な手段の整備に努めるものとする。なお、学校を指定避難所と

して指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、事前

に施設の利用方法等を関係者と調整を図るものとする。 

指定緊急避難場所は、国が示す災害に対して安全な構造を有する施

設等であって災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な

管理体制を有するものを指定する。 

指定避難所は、速やかに被災者を受入れること及び安全な避難生活

を送ること等が可能な構造又は設備を有し、概ね次に掲げる基準によ

り、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送

が比較的容易な場所に有るものを指定する。また、指定緊急避難場所と

  ア 避難計画の概要 

・防災用具、非常持出品、食糧等の準備及び点検 

・災害別地域別の指定緊急避難場所及び指定避難所の所在、名称、

収容可能人員 

・危険地域、危険施設物等の所在場所 

・避難の      指示を行う基準及び伝達方法 

・避難経路、誘導方法及び避難の際の携帯品の制限 

・収容者の安全管理及び負傷者の救護方法 

・障害者や高齢者など避難行動要支援者に対する避難支援計画の具

体化（避難行動要支援者一人ひとりの避難支援プランの策定、迅速

な安否確認等） 

・市町村・県の区域を越える避難の実施方法等 

イ 避難所の選定基準等 

市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公共的施設等を対象に、

その施設の管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時に

おいて避難者の安全が確保される「指定緊急避難場所」及び避難生活を

送るための「指定避難所」について、必要な数、規模の施設等をあらかじ

め指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民

への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況

や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション

等の多様な手段の整備に努めるものとする。なお、学校を指定避難所と

して指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、事前

に施設の利用方法等を関係者と調整を図るものとする。 

指定緊急避難場所は、国が示す災害に対して安全な構造を有する施

設等であって災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な

管理体制を有するものを指定する。 

指定避難所は、速やかに被災者を受入れること及び安全な避難生活

を送ること等が可能な構造又は設備を有し、概ね次に掲げる基準によ

り、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送

が比較的容易な場所に有るものを指定する。また、指定緊急避難場所と

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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計画修正

のため 
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指定避難所は相互に兼ねることができるものとする。 

（略） 

・市町村は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難

な障害者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定する

よう努めるものとする。 

・市町村は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避

難してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として

指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示するものと

する。 

・市町村は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要

配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、

避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう

努めるものとする。 

・市町村は、指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先

順位をつけて計画的に安全確保対策を進めるものとする。 

ウ 避難所の整備 

・指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等の他、空

調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努める

とともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機

器の整備を図るものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるものとする。 

・要配慮者のための福祉避難所について、社会福祉施設や公的な宿泊

施設及び民間の宿泊施設などの利用ができるよう、協定を締結するな

ど、十分な施設の確保に努めるものとともに、被災地以外の地域にあ

るものも含め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避

難所を確保する。 

・市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段

ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要

な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資

指定避難所は相互に兼ねることができるものとする。 

（略） 

・市町村は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難

な障害者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定する

よう努めるものとする。 

・市町村は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避

難してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として

指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示するものと

する。 

・市町村は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要

配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、

避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう

努めるものとする。 

・市町村は、指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先

順位をつけて計画的に安全確保対策を進めるものとする。 

ウ 避難所の整備 

・指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、      非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等の他、空調、

洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとと

もに、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器

の整備を図るものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の

拡大に努めるものとする。 

・要配慮者のための福祉避難所について、社会福祉施設や公的な宿泊

施設及び民間の宿泊施設などの利用ができるよう、協定を締結するな

ど、十分な施設の確保に努めるものとともに、被災地以外の地域にあ

るものも含め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避

難所を確保する。 

・市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段

ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要

な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資
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計画修正

のため 
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等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要

配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

   エ （略） 

オ 避難所の運営管理 

・市町村は平時からマニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の

運営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、住民等へ

の普及にあたっては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるよう

に配慮するよう努める。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるた

め、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。 

（略） 

・指定避難所における生活環境が常に良好なものであるように努める。

そのため食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な

対策を講じる。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシー確保

保護、簡易ベッド        等の活用状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回、暑さ寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状況、し尿

及びゴミの処理状況など、避難者の健康状態や栄養状態の把握に努

め、必要な措置を講じるよう努める。また避難所における家庭動物の

ためのスペースの確保に努める。 

・市町村は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難

スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう

努めるものとする。 

・指定避難所における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの

違い等、男女双方の視点等に配慮する、特に女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、 

男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所に

おける安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指

定避難所の運営に努める。 

・市町村は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ

の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置

等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要

配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

   エ （略） 

オ 避難所の運営管理 

・市町村は平時からマニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の

運営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、住民等へ

の普及にあたっては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるよう

に配慮するよう努める。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるた

め、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。 

（略） 

・指定避難所における生活環境が常に良好なものであるように努める。

そのため食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な

対策を講じる。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシー確保

保護、段ボールベッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の

有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養

士等による巡回、暑さ寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状

況、し尿及びゴミの処理状況など、避難者の健康状態や栄養状態の把

握に努め、必要な措置を講じるよう努める。また避難所における家庭

動物のためのスペースの確保に努める。 

・市町村は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難

スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう

努めるものとする。 

・指定避難所における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの

違い等、男女双方の視点等に配慮する、特に女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、

男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所に

おける安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指

定避難所の運営に努める。 

・市町村は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ

の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

防災基本

計画修正
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171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のた

めのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努

めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害

者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

・市町村は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に

対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の

実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環

境の確保が図られるよう努める。 

・市町村は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初

から開設するよう努めるものとする。 

・市町村は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えるこ

とを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用

して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとす

る。 

（略） 

    カ （略） 

(4)～(5) （略） 

（6） 市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れ 

県は、市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れについて、県営住

宅又は県職員宿舎等を活用し避難者の受け入れに努めるとともに、本章

第１節５       「広域一時滞在」により、関係市町村及び関係都道府

県知事等との調整等を図るものとする。 

市町村は、市町村・県の区域を越えた避難者について、本章第１節５

「広域避難」６「広域一時滞在」による知事からの協議にともない、市町村

営住宅等を活用し受け入れに努める。 

 

 

３ 医療対策 

＜迅速かつ的確な初動体制の確立＞ 

    （略） 

する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のた

めのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努

めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害

者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

・市町村は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に

対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の

実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環

境の確保が図られるよう努める。 

・市町村は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初

から開設するよう努めるものとする。 

・市町村は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えるこ

とを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用

して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとす

る。 

（略） 

    カ （略） 

(4)～(5) （略） 

（6） 市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れ 

県は、市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れについて、県営住

宅又は県職員宿舎等を活用し避難者の受け入れに努めるとともに、本章

第１節５「広域避難」６「広域一時滞在」により、関係市町村及び関係都道

府県知事等との調整等を図るものとする。 

市町村は、市町村・県の区域を越えた避難者について、本章第１節５

「広域避難」６「広域一時滞在」による知事からの協議にともない、市町村

営住宅等を活用し受け入れに努める。 

 

 

３ 医療対策 

＜迅速かつ的確な初動体制の確立＞ 

    （略） 

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

 

 

 

医務課修

正 
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172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

(1) 保健医療救護対策本部職員構成 

ア 県保健医療救護対策本部 

県保健医療救護   本部長  １名(県福祉保健部長) 

県保健医療救護   副本部長 ４名(県医師会、県歯科医師会、

県薬剤師会、県看護協会の代表) 

県保健医療救護   本部連絡班   若干名(県福祉保健部次

長、関係団体の役員の中から

団体の長が推薦する) 

県保健医療救護   本部班員 福祉保健部医務課、福祉保健総

務課、衛生薬務課、健康増進課及び

障害福祉課の職員 

          県災害医療コーディネーター 県が指定する者（災害医療に係る

あらゆる事項への助言・調整を

行う。） 

        （略） 

 

＜医療機関の医療救護体制＞ 

    （略） 

(1) 災害拠点病院等の指定 

   （略） 

    ア 災害拠点病院 

災害時の救急患者に対する診療、消防機関等と連携した傷病者等

の受け入れ及び広域搬送、医療救護班の派遣及び地域の他の医療

機関への応急用医療資器材の提供を行う。 

    (ｱ)基幹災害拠点病院 

      （略） 

    (ｲ)地域災害拠点病院 

        医療圏ごとに１～２病院を指定 

①市立甲府病院 ②山梨厚生病院 ③笛吹中央病院 

④富士川病院 ⑤白根徳洲会病院 ⑥韮崎市立病院  

⑦富士吉田市立病院 ⑧大月市立中央病院 

(1) 保健医療救護対策本部職員構成 

ア 県保健医療救護対策本部 

県保健医療救護対策本部長  １名(県福祉保健部長) 

県保健医療救護対策副本部長 ４名(県医師会、県歯科医師会、

県薬剤師会、県看護協会の代表) 

県保健医療救護対策本部連絡調整役 若干名(県福祉保健部次

長、関係団体の役員の中から

団体の長が推薦する) 

県保健医療救護対策本部班員 福祉保健部医務課、福祉保健総

務課、衛生薬務課、健康増進課及び

障害福祉課の職員 

          県災害医療コーディネーター 県が指定する者（災害医療に係る

あらゆる事項への助言・調整を

行う。） 

        （略） 

 

  ＜医療機関の医療救護体制＞ 

    （略） 

(1) 災害拠点病院等の指定 

   （略） 

 ア 災害拠点病院 

災害時の救急患者に対する診療、消防機関等と連携した傷病者等

の受け入れ及び広域搬送、医療救護班の派遣及び地域の他の医療

機関への応急用医療資器材の提供を行う。 

    (ｱ)基幹災害拠点病院 

      （略） 

    (ｲ)地域災害拠点病院 

        医療圏ごとに１～２病院を指定 

①市立甲府病院 ②山梨厚生病院 ③笛吹中央病院 

④富士川病院 ⑤白根徳洲会病院 ⑥韮崎市立病院  

⑦富士吉田市立病院 ⑧大月市立中央病院 

医務課修

正 
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178 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

イ 災害支援病院 

災害支援病院は、災害拠点病院の機能を支援する。 

(ｱ)基幹災害支援病院 

①山梨大学医学部附属病院 

②山梨赤十字病院 

(ｲ)地域災害支援病院 

県下 30 病院を指定 

 

＜応急医療における被災傷病者等の搬送体制の確保＞ 

  (1) （略） 

   (2) 搬送体制 

     （略） 

    ア、イ （略） 

    ウ 搬送要請及び搬送経路 

山梨県大規模災害時   医療救護マニュアルによる。 

   (3) （略） 

 

＜災害医療情報等の収集・伝達＞ 

   （略） 

 (1)、(2) （略） 

(3) 情報伝達ルート 

山梨県大規模災害時   医療救護マニュアルによる。 

 

 

      ⑨都留市立病院 

イ 災害支援病院 

災害支援病院は、災害拠点病院の機能を支援する。 

(ｱ)基幹災害支援病院 

①山梨大学医学部附属病院 

②山梨赤十字病院 

(ｲ)地域災害支援病院 

県下 29 病院を指定 

 

＜応急医療における被災傷病者等の搬送体制の確保＞ 

 (1) （略） 

 (2) 搬送体制 

     （略） 

    ア、イ （略） 

    ウ 搬送要請及び搬送経路 

山梨県大規模災害時保健医療救護マニュアルによる。 

  (3) （略） 

 

＜災害医療情報等の収集・伝達＞ 

  （略） 

(1)、(2) （略） 

(3) 情報伝達ルート 

山梨県大規模災害時保健医療救護マニュアルによる。 

 

 

医務課修

正 

 

 

 

 

 

医務課修

正 

 

 

 

 

 

 

医務課修

正 

 

 

 

 

 

医務課修

正 
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■ 災害拠点病院等医療機関一覧

◇ 基幹災害拠点病院
電話

防災電話
衛星携帯電話

622 055-253-7111 055-253-8011
9-210-2020

090-4593-5230

◇ 基幹災害支援病院
電話

防災電話
衛星携帯電話

578 055-273-1111 055-273-6750
9-220-1-081 9-220-2-081

090-3067-2278
224 0555-72-2222 0555-73-1385

9-220-1-082 9-220-2-082
090-3235-7266

◇ 地域災害拠点病院
電話

防災電話
衛星携帯電話

402 055-244-1111 055-220-2650
9-220-1-083 9-220-2-083

080-8762-8856
199 055-284-7711 055-284-7721

9-220-1-088 9-220-2-088
080-2584-6525

137 0551-22-1221 0551-22-9731
9-220-1-087 9-220-2-087

090-1439-7573
293 0553-23-1311 0553-22-1000

9-220-1-084 9-220-2-084
080-8437-6877

150 055-262-2185 055-262-5985
9-220-1-085 9-220-2-085

090-4071-6256
154 0556-22-3135 0556-22-3884

9-220-1-086 9-220-2-086
080-2599-2873

254 0555-22-4111 0555-22-6995
9-220-1-089 9-220-2-089

090-1667-1376
88 0554-22-1251 0554-22-3765

9-220-1-090 9-220-2-090
080-8437-4885

140 0554-45-1811 0554-45-2467

080-2584-6518
※ この他、地域災害拠点病院を補完する病院として地域災害支援病院を複数指定している。

病院名等
一般病床数

（床）
FAX E-mail

県立中央病院
  甲府市富士見1-1-1

chubyo
@ych.pref.yamanashi.jp

病院名等
一般病床数

（床）
FAX E-mail

山梨大学医学部附属病院 kanrika-
bousai@yamanashi.ac.jp  中央市下河東1110

山梨赤十字病院
rchfuji@mfi.or.jp

  富士河口湖町船津6663-1

病院名等
一般病床数

（床）
FAX E-mail

中
北

kikaku@kosei.jp

甲
府

市立甲府病院
  甲府市増坪町366

byoinssm@city.kofu.lg.jp

峡
東

fuefukihp@fch.or.jp
笛吹市石和町四日市場47-1

白根徳洲会病院
shirane@shiranetoku.jp

  南アルプス市⻄野2294-2

韮崎市立病院
hospital@city.nirasaki.lg.jp

  韮崎市本町3-5-3

山梨厚生病院
  山梨市落合860

笛吹中央病院

富
士
・
東
部

富士吉田市立病院
byoin@fymh.jp

富士吉田市上吉田東7-11-1

都留市立病院
byouin@city.tsuru.lg.jp

  都留市つる5-1-55

大月市立中央病院
iji-hp@city.otsuki.lg.jp

  大月市大月町花咲1225

峡
南

峡南医療センター富士川病院
fk@kyonan-mc.jp

  富士川町鰍沢340-1

 
 

 

医務課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 災害拠点病院等医療機関一覧

◇　基幹災害拠点病院

一般病
床数（床）

電話
防災電話

衛星携帯電話
FAX E-mail

629 055-253-7111 055-253-8011
9-210-

090-3097-5008

◇　基幹災害支援病院

一般病
床数（床）

電話
防災電話

衛星携帯電話
FAX E-mail

578 055-273-1111 055-273-7108
9-220-1-081 9-220-2-081

080-1234-8935
224 0555-72-2222 0555-73-1385

9-220-1-082 9-220-2-082
090-3235-7266

◇　地域災害拠点病院

一般病
床数（床）

電話
（防災電話）

FAX E-mail

402 055-244-1111 055-220-2650
9-220-1-083 9-220-2-083

080-8762-8856
145 055-284-7711 055-284-7721

9-220-1-088 9-220-2-088
080-2257-9543

137 0551-22-1221 0551-22-9731
9-220-1-087 9-220-2-087

090-1439-7573
293 0553-23-1311 0553-22-1000

9-220-1-084 9-220-2-084
080-8437-6877

150 055-262-2185 055-262-5985
9-220-1-085 9-220-2-085

090-4071-6256
154 0556-22-3135 0556-22-3884

富士川病院 9-220-1-086 9-220-2-086
富士川町鰍沢340-1 080-2599-2873

256 0555-22-4111 0555-22-6995
9-220-1-089 9-220-2-089

090-1667-1376
144 0554-22-1251 0554-22-3765

9-220-1-090 9-220-2-090
080-8437-4885

※ この外地域災害拠点病院を補完する病院として地域災害支援病院を複数指定している。

病院名等

chubyo@pref.yamanashi.jp

病院名等

kanrika-
bousai@yamanashi.ac.jp

rchfuji@mfi.or.jp
山梨赤十字病院

中央市下河東1110
山梨大学医学部附属病院

甲府市富士見1-1-1
県立中央病院

byoin@city.fujiyoshida.lg.jp

iji-hp@city.otsuki.lg.jp

byoinssm@city.kofu.lg.jp

saigai@shiranetoku.jp

hospital@city.nirasaki.lg.jp

kikaku@kousei.jp

fuefukihp@fch.or.jp

fk@kyonan-mc.jp

南アルプス市西野2294-2
白根徳洲会病院

甲府市増坪町366
市立甲府病院

富士河口湖町船津6663-1

中

北

韮崎市本町3-5-3
韮崎市立病院

病院名等

富士吉田市立病院
富士吉田市上吉田6530

大月市立中央病院
大月市大月町花咲1225

峡

東
笛吹中央病院

山梨市落合860
山梨厚生病院

富
士
･

東
部

峡
南

峡南医療センター企業団

笛吹市石和町四日市場47-1
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◇ 地域災害支援病院 

電話
衛星携帯電話

ＦＡＸ

独立行政法人国立病院機構甲府病院 甲府市天神町11-35
055-253-6131

8816-5146-4589
055-251-5597

独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院 甲府市朝日3-8-31
055-252-8831
080-8764-5720

055-253-4735

甲府共立病院 甲府市宝1-9-1 055-226-3131 055-226-9715

武川病院 昭和町飯喰1277
055-275-7311
080-8764-8644

055-275-4562

貢川整形外科病院 甲府市新田町10-26 055-228-6381 055-228-6550

三枝病院 甲斐市竜王新町1440
055-279-0222
080-2584-6517

055-279-3042

赤坂台病院 甲斐市竜王新町2150
055-279-0111
080-8764-8643

055-279-3912

竜王ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 甲斐市万才287
055-279-1155
080-8764-8640

055-279-1262

高原病院 南アルプス市荊沢255
055-282-1455
080-8764-5718

055-284-3877

巨摩共立病院 南アルプス市桃園340
055-283-3131
090-4841-7520

055-282-5614

宮川病院 南アルプス市上今諏訪1750
055-282-1107
080-8764-8645

055-282-1108

北杜市立塩川病院 北杜市須玉町藤田773
0551-42-2221
080-2584-6519

055-142-2992

北杜市立甲陽病院 北杜市長坂町大八田3954
0551-32-3221
080-2584-6522

0551-32-7191

韮崎相互病院 韮崎市本町1-16-2
0551-22-2521
080-2584-6526

0551-23-0477

加納岩総合病院 山梨市上神内川1309
0553-22-2511
080-2584-2511

0553-23-1872

塩山市民病院 甲州市塩山西広門田433-1
0553-32-5111

870-7722-83974
0553-32-5115

甲州市立勝沼病院 甲州市勝沼町勝沼950
0553-44-1166

870-7722-88082
0553-44-2906

山梨市立牧丘病院 山梨市牧丘町窪平302-2
0553-35-2025

870-7722-86790
0553-35-4434

富士温泉病院 笛吹市春日居町小松1177 0553-26-3331 0553-26-3574

甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 笛吹市石和町四日市場2031
055-262-3121
080-8764-8638

055-262-3727

石和温泉病院 笛吹市石和町八田330-5
055-263-0111
080-8764-8638

055-263-0260

石和共立病院 笛吹市石和町広瀬623
055-263-3131
080-2584-6524

055-263-3136

一宮温泉病院 笛吹市一宮町坪井1745
0553-47-3131
080-8808-0963

0553-47-3434

市川三郷病院 市川三郷町市川大門428-1 055-272-3000 055-272-0937

組合立飯富病院 身延町飯富1628
0556-42-2322
080-2584-6528

0556-42-3481

身延山病院 身延町梅平2483
0556-62-1061
080-2584-6529

0556-62-1306

峡南病院 富士川町鰍沢1806
0556-22-4411
080-2584-6530

0556-22-6553

しもべ病院 身延町下部1063
0556-36-1111
080-8764-8646

0556-36-1556

上野原市立病院 上野原市上野原3195
0554-62-5121
080-2584-6520

0554-63-2469

都留市立病院 都留市つる5-1-55
0554-45-1811
080-2584-6518

0554-45-2467

富

士

･

東

部

病院名等

峡
南

中

北

峡

東

 

 

◇ 地域災害支援病院
電話

衛星携帯電話
055-253-6131

8816-5146-4589
055-252-8831
080-8764-5720

 甲府共立病院  甲府市宝1-9-1 055-226-3131 055-226-9715
055-228-6381
080-8764-8650
055-275-7311
080-8764-8644
055-279-0222
080-2584-6517
055-279-0111
080-8764-8643
055-279-1155
080-8764-8640
055-282-1455
080-8764-5718
055-283-3131
090-4841-7520
055-282-1107
080-8764-8645
0551-42-2221
080-2584-6519
0551-32-3221
080-2584-6522
0551-22-2521
080-2584-6526
0553-22-2511
080-2584-2511
0553-32-5111

870-7722-83974
0553-44-1166

870-7722--88082
0553-35-2025

870-7722-86790
 富士温泉病院  笛吹市春日居町小松1177 0553-26-3331 0553-26-3574

055-262-3121
080-8764-8638
055-263-0111
080-8764-8638
055-263-3131
080-2584-6524
0553-47-3131
080-8808-0963

 峡南医療ｾﾝﾀｰ企業団 市川三郷病院  市川三郷町市川大門428-1 055-272-3000 055-272-0937
0556-42-2322
080-2584-6529
0556-62-1061
080-2584-6529
0556-22-4411
080-2584-6530
0556-36-1111
080-8764-8646
0554-62-5121
080-2584-6520

峡
南

 上野原市立病院  上野原市上野原3195 0554-63-2469
富
士
東
部

 峡南病院  富士川町鰍沢1806 0556-22-6553

 しもべ病院  身延町下部1063 0556-36-1556

 飯富病院  身延町飯富1628 0556-42-3481

 身延山病院  身延町梅平2483 0556-62-1306

 石和共立病院  笛吹市石和町広瀬623 055-263-3136

 一宮温泉病院  笛吹市一宮町坪井1745 0553-47-3434

 甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  笛吹市石和町四日市場2031 055-262-3727

 石和温泉病院  笛吹市石和町八田330-5 055-263-0260

 甲州市立勝沼病院  甲州市勝沼町勝沼950 0553-44-2906

 山梨市立牧丘病院  山梨市牧丘町窪平302-2 0553-35-4434

 塩山市⺠病院  甲州市塩山⻄広門田433-1 0553-32-5115

 北杜市立塩川病院  北杜市須玉町藤田773 0551-42-2992

中
北

峡
東

 加納岩総合病院  山梨市上神内川1309 0553-23-1872

 ⻯王ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  甲斐市万才287 055-279-1262

 宮川病院  南アルプス市上今諏訪1750 055-282-1108

 巨摩共立病院  南アルプス市桃園340 055-282-5614

 武川病院  昭和町飯喰1227

 高原病院  南アルプス市荊沢255 055-284-3877

 貢川整形外科病院

 甲斐市⻯王新町2150 055-279-3912

055-275-4562

 三枝病院  甲斐市⻯王新町1440 055-279-3042

 赤坂台病院

 北杜市立甲陽病院  北杜市⻑坂町大八田3954 0551-32-7191

 恵信韮崎相互病院  韮崎市一ツ谷1865-1 0551-23-1838

病院名等 FAX

 甲府市新田町10-26 055-228-6550

甲
府

 独立行政法人国立病院機構 甲府病院

 独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院

 甲府市天神町11-35 055-251-5597

 甲府市朝日3-8-31 055-253-4735

 

 

 

医務課修

正 
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第１２節 廃棄物処理対策 

１ 基本的事項 

（１）処理体制 

災害廃棄物は一般廃棄物とされており、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下｢廃棄物処理法｣という。）の規

定により、一般廃棄物は市町村が処理責任を負っていることから、処理

の主体は市町村が基本となる。 

県は、「山梨県災害廃棄物処理計画」に基づき、市町村間及び他都道

府県との広域支援体制の確立を図るとともに、市町村がその責務を十分

果たせるよう必要な助言・支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的な処理方針 

   災害廃棄物の処理にあたっては、撤去段階から積極的に分別を実施し、

それぞれの特性に応じた適切な処理を行うとともに、再資源化が可能なも

のは極力再資源化し、最終処分量の削減等に努める。 

また、早期に復旧・復興を果たすため、できる限りすみやかに、最長でも

発災から３年で災害廃棄物の処理を終えることとする。 

 

第１２節 廃棄物処理対策 

１ 基本的事項 

（１）災害廃棄物処理の考え方 

・県及び市町村は、災害時に発生する災害廃棄物処理における基本方針を

災害廃棄物処理計画として平時から定め、今後起こりうる大規模な災害に備

えることとする。 

・災害発生時は、災害廃棄物処理計画に基づき、次の考え方により、災害廃

棄物を処理する。 

① 災害廃棄物は一般廃棄物であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号）（以下、「廃棄物処理法」という。）の規定により

一般廃棄物は市町村が処理責任を有しているため、市町村が処理の主体

となることを基本とする。 

    県は、市町村間及び他都道府県との広域支援体制の確立を図るととも

に、市町村がその責務を十分果たせるよう、必要な助言・支援を行う。 

② 災害廃棄物の処理にあたっては、撤去段階から積極的に分別を行い、

それぞれの特性に応じて適切に処理するとともに、再資源化が可能なもの

は極力再資源化し、最終処分量の削減等に努める。 

③ 早期に復旧・復興を果たすため、可能な限り速やかに、最長でも３年（水

害の場合は２年）で災害廃棄物の処理を終えることとする。 

※ 県内の既存廃棄物処理施設を最大限活用しても目標処理期間内に処

理することができないことが予想される場合、又は、公衆衛生の観点から

緊急的な処理が必要な場合は、環境省に対して県域を越えた広域的な支

援要請を行うとともに、仮設処理施設の設置等を行うことを検討する。 

 

（２）時期区分の考え方 

・山梨県災害廃棄物処理計画では、県並びに市町村及び一部事務組合（以

下、「市町村等」という。）が実施する災害廃棄物対策を平時、初動準備対

応、初動対応、応急対応及び復旧・復興の５つの時系列で整理する。（時期

区分の考え方は図１.１のとおり。） 

環境整備

課修正 
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（３）国、県及び市町村の役割 

   災害時に迅速かつ円滑に災害廃棄物の処理を進めるためには、国、県

及び市町村の役割の明確化が必要であり、想定される主な役割は表 1.1 の

とおりである。  

また、県及び市町村は、あらかじめ、平常時、応急対応時、復旧・復興時

における処理手順や処理の実施方法等、災害廃棄物の処理に必要な事項

を取りまとめた災害廃棄物処理計画を作成し、災害時に備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.１ 時期区分の考え方 

 

（３）  県及び市町村の役割 

・災害廃棄物処理における県及び市町村等の行動内容を図１.２に、各主体の

役割分担を表１.１に示す。 

環境整備

課修正 
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表 1.1 各主体の主な役割分担 

 平常時（災害予防） 応急対応時 復旧・復興時 

国 ○地方公共団体に対す

る助言・指導その他

支援 

 

 

○県からの被害情報、

災害廃棄物の発生見

込量の把握 

○被災自治体の要請に

応じた広域的な協力

体制の確保 

○マスタープランの作

成（緊急災害対策本

部設置時） 

○県からの情報確認、

支援ニーズの把握 

○広域的な協力体制の

継続、廃棄物処理に

係る財政支援等 

県 ○広域的な相互協力体

制の整備 

○災害支援協定の締結 

○被害想定に基づく廃

棄物発生量の推計 

○職員の教育訓練 

○被害情報の収集 

○被害状況に基づく廃

棄物発生量の推計、

国への報告 

○広域的な協力体制の

確保 

○国、周辺市町村、関係

団体等との連絡調整 

○処理体制に関する助

言･支援 

○実行計画の作成支援 

○処理の進捗状況の把

握 

○国、周辺市町村、関

係団体等との連絡調

整 

○処理施設の復旧状況

の確認 

○処理体制に関する助

言･支援 

○処理の進捗状況の把

握 

市町村 ○災害支援協定の締結 

○廃棄物処理施設の耐

震化及び被害対策 

○被害想定に基づく廃

棄物発生量の推計 

○処理スケジュール及

び処理フローの検討 

○仮置場の必要面積の

算定及び候補地の選

定 

○収集運搬方法・ルー

ト、必要資機材等の

検討 

○処理施設の被害状況

の把握、県への報告 

○被害状況に基づく廃

棄物発生量の推計及

び処理可能能力の把

握 

○関係団体等への協

力・支援要請 

○処理スケジュール及

び処理フローの決定 

○災害廃棄物の処理 

○実行計画の作成 

○処理の進捗状況の管

○実行計画の実施及び

見直し 

○関係団体との連携 

○処理施設の復旧 

○処理の進捗状況の管

理 

 
 

図１.２ 各主体の行動内容 

環境整備

課修正 
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（４）対象とする災害廃棄物  

   本計画の対象とする災害廃棄物は、災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3

月環境省「以下、指針」という。）に規定するもの（表 1.2.1、表 1.2.2）をいう。 

 

表 1.2.1 災害により発生する廃棄物 

種類 内容 

木くず 柱・梁・壁材、流木等 

コンクリートがら等 コンクリート片やコンクリートブロック、アスファ

ルトくず等 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した廃

棄物 

不燃物 分別することができない細かなコンクリートや木

くず、プラスチック、土砂などが混在し、概ね不

燃性の廃棄物 

廃家電 被災家屋から排出されるテレビ、洗濯機、エアコン

等の家電類で、災害により被害を受け使用できな

くなったもの 

廃自動車等 災害により被害を受け使用できなくなった自動車

等 

腐敗性廃棄物 畳、被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品等 

有害廃棄物 石綿含有廃棄物、ＰＣＢ廃棄物、感染性廃棄物、有

害性物質を含む医薬品類及び農薬類等 

その他適正処理困難

物 

消火器、ボンベ類、ピアノ、マットレス等 

  

表１.１ 災害廃棄物処理における役割分担 

●市町村等の役割 

・ 災害廃棄物は一般廃棄物であるため、主体となり処理を実施 

●県の役割 

・ 被災市町村等に対する災害廃棄物の処理に係る技術的支援 

・ 県内における処理全体の進捗管理 

・ 市町村単独での処理が困難な場合、地方自治法に基づく事務委託を受

けて災害廃棄物を処理 

 

（４）対象とする災害廃棄物 

・本計画で対象とする災害廃棄物は、被災者や避難者の生活に伴い発生する

廃棄物及び災害廃棄物とする。（詳細な区分は表１.２及び表１.３のとおり。） 

 

表１.２ 災害時に発生する廃棄物 

種 類 内 容 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

避 難 所 ご

み 

避難所から排出される生活ごみ（容器包装ごみ、ダンボール

など） 

し尿 仮設トイレ等からの汲み取りし尿 

災害廃棄

物 

災害により家具や家電等の家財が廃棄物となった「片づけご

み」と損壊家屋の撤去等に伴い排出される「解体廃棄物」 

出典：「災害廃棄物対策指針」 

 

表１.３ 災害廃棄物の種類 

種  類 内  容 

可燃物/可燃系

混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃系

廃棄物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受け

使用できなくなったもの 

環境整備

課修正 
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表 1.2.2 被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

種類 内容 

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ等 

し尿 仮設便所等からの汲取りし尿 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不燃物/不燃系

混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、

プラスチック、ガラス、土砂などが混在し、概ね不燃性

の廃棄物 

コンクリートがら

等 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくず

等 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

廃家電 被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯機・

衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫）で、災害によ

り被害を受け使用できなくなったもの 

※ リサイクル可能なものは家電リサイクル法により再

資源化する。 

小型家電 被災家屋から排出される家電４品目以外の家電製品

で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品等や飼肥

料工場等から発生する原料及び製品など 

有害廃棄物/危

険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ廃棄物、感染性廃棄物、化学

物質、フロン類等の有害物質、医薬品類及び農薬類

の有害廃棄物、太陽光パネル、蓄電池、消火器、ボン

ベ類などの危険物等 

廃自動車等 自然災害により被害を受け使用できなくなった自動車

等 

※ リサイクル可能なものは自動車リサイクル法により

再資源化を行う。 

※ 処理するためには所有者の意思確認が必要とな

るため、警察等と協議する。 

その他適正処理 

困難物 

ピアノ、マットレス、石こうボード等 

出典：「災害廃棄物対策指針」 
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２ 平常時の対応 

（１）  組織体制の整備 

   県災害対策本部における災害廃棄物に係る組織及び分掌事務は次

のとおりであり、関係機関等との関連を図 2.1 に示す。  

   

ア 統括部 建築物・廃棄物対策班（以下「廃棄物対策班」という。） 

    ・分掌事務：国、市町村及び災害対策本部内の情報収集・連絡調整に

関すること  

   イ 森林環境部 環境整備班（以下「環境整備班」という。） 

・   ・分掌事務：廃棄物処理対策に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

統括部 
統括班・ 

情報班等 

環境整備班 

〔発生量推計、処理体制の支援

等〕 

山梨県災害対策本部 
 

 

 

情報収集等 

森林環境部 

連携 

 
図 2.1 組織体制概要図 

 

（２）協力・支援体制の整備 

     ・県及び市町村は、災害廃棄物の処理について、県内における協力・

支援体制を整備するとともに、大規模災害時には、県域を越えた処理も

想定されるため、          広域的な相互協力体制についても充実

２ 平時の廃棄物処理対策 

（１）組織体制の整備 

・県は、発災時には、山梨県地域防災計画で定める県災害対策本部にて、次

の体制を整備し災害廃棄物処理に係る事務を行う。 

① 統括部 建築物・廃棄物対策班 

国、市町村及び災害対策本部内の情報収集・連絡調整に関すること 

② 環境・エネルギー部 環境整備班  

廃棄物処理対策に関すること 

③ 地方連絡本部 林務環境事務所 

管内における廃棄物処理対策に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

山梨県災害対策本部 
 

 

 

連携 

支援要請等 助言・支援
等 

支援要請等 支援要請 

支援要請 

統括部 

 

 

 

統括班・情報班等 

① 建築物・廃棄物対策班 

環境・エネルギー部 

 

 
② 環境整備班 

連携 
情報共有 

国・他自治体 県内市町村 被災市町村 

林政部 

 

 

 

③ 地方連絡本部 

（林務環境事務所） 

 

図２．１ 山梨県災害対策本部組織体制関連図（災害廃棄物関連） 

 

（２）協力・支援体制の整備 

・県及び市町村は、災害廃棄物の処理について、県内における協力・

支援体制を整備するとともに、大規模災害時には、県域を越えた処理も

想定されるため、平時のうちから広域的な相互協力体制についても充実

環境整備

課修正 
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を図る。 

ア 県内における協力・支援体制 

    県は、市町村の災害廃棄物処理計画の内容を把握し、県の災害廃棄

物処理計画と整合が図られるよう助言･支援するとともに、市町村の災害

廃棄物処理体制の整備に有用な情報を適宜市町村に提供する。 

市町村は、近隣をはじめとする市町村等と廃棄物の処理に関する災害

支援協定の締結に努める。 

イ 広域的な相互協力体制 

     県は、県域を越えた広域体制については、関東地方知事会、全国都

道府県及び中央日本四県などの災害時の相互応援協定に加え、大規模

災害時廃棄物対策関東ブロック協議会の取り組みに基づき、広域的な協

力・支援体制の整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 協定締結団体との協力体制 

     災害廃棄物の処理及び障害物の除去について、県と関係団体間で協

定を締結しており、その内容は図 2.2 のとおりである。 

 

を図る。 

ア 県内における協力・支援体制 

  市町村は、平時から、近隣市町村等と廃棄物の処理に関する災害支援協

定の締結に努める。 

県は、平時から、市町村の災害廃棄物処理計画の内容を把握し、県の災

害廃棄物処理計画と整合が図られるよう助言･支援するとともに、市町村の

災害廃棄物処理体制の整備に有用な情報を適宜市町村に提供する。 

イ 民間事業者との協力体制 

  県及び市町村は、発災時のスムーズな災害廃棄物処理に繋げるため、平

時から民間事業者団体等と協定を締結し、協力体制を整備する。現在、県が

災害廃棄物の処理及び障害物の除去について、関係団体間と締結している

協定における協力体制を図２.２に示す。 

 

名 称 締 結 者 締結年月

日 

内 容 

地震等大規模災害時

における災害廃棄

物処理等の協力に

関する協定 

(一社)山梨県

産業資源循

環協会 

H17.5.12 災害廃棄物の撤去、収集・運搬、

中間処理・処分の協力 

    

大規模災害時におけ

る障害物の除去等

の協力に関する協

定 

山梨県カーリ

サイクル協

同組合 

H25.9.11 応急復旧活動の阻害となる障

害物の除去等の協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図２.２ 協定締結団体との協力体制 

ウ 広域的な相互協力体制 

・市町村は、平時から県域を越えた広域的な支援要請の流れを把握し整理

する。 

・また、被災時に他自治体から人的・物的支援を受ける場合の体制を検討す

環境整備
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196 

 

 

 

図 2.2 関係団体との協力体制概要図 

 

（３）一般廃棄物処理施設の災害予防         

 市町村等は、地震等大規模災害に強い廃棄物処理施設とするため、既存

の施設については、耐震診断を実施するとともに、耐震性能の向上、不燃

堅牢化、浸水対策を図り、新設の場合は、災害対策に配慮した施設づくり

名 称 締 結 者 締 結 年

月日 

内 容 

地震等大規模災

害時における

災害廃棄物処

理等の協力に

関する協定 

( 一 社 ) 山

梨 県 産

業 資 源

循 環 協

会 

H17.5.1

2 

災害廃棄物の撤去、収

集・運搬、中間処理・

処分の協力 

    

大規模災害時に

おける障害物

の除去等の協

力に関する協

定 

山 梨 県 カ

ー リ サ

イ ク ル

協 同 組

合 

H25.9.1

1 

応急復旧活動の阻害と

なる障害物の除去等

の協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

・県は、広域的な支援体制について、平時から次の組織との連携を行い、発

災時の体制確保に努める。 

・大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会 

 ・災害廃棄物処理支援ネットワーク（「D.Waste-Net」） 

 ・災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク制度） 

 ・関東地方知事会及び全国知事会 

 ・中央日本四県の災害時の相互応援等に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）一般廃棄物処理施設の強靱化等  

・市町村等は、一般廃棄物処理施設が地震や水害によって稼働不能とならな

いよう、平時から施設の強靱性の確保や補修体制整備を実施する。 

 

環境整備

課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部 

森林環境部環境整

備班 

地方連絡本部 

（林務環境事務

所） 

被 災 市

町村 

(一社)山梨県産業資源循環協会 

山梨県カーリサイクル協同組合 

① 支 援

要請 

② 支 援

要請 

③
支
援
要
請 

⑤
実
施
報
告 

④
支
援 

⑤
実
施
報
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に努める。 

また、廃棄物処理施設が被災した場合に対処するため、補修等に必要な

資機材の備蓄に努めるとともに、点検や修復に備え、プラントメーカー等と

の協力体制を確保する。 

  

(４)処理体制の整備 

    市町村は、災害廃棄物処理に係る応急体制を整備するため、あらかじ

め、次の事項について検討し、把握に努める。 

  ア 災害廃棄物の発生量・処理可能量の推計 

   地域防災計画における被害想定に応じた発生量及び自区内処理可能量

を推計する。 

県における災害廃棄物発生量の推計方法については、表 2.1.1～表

2.1.3 のとおりとし、各市町村は、これを参考にあらかじめ推計方法を定

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・また、平時から一般廃棄物処理に係る災害時のＢＣＰ（事業継続計画）を策

定し、施設の緊急停止、点検、補修、再稼働に係るマニュアルの作成に努め

る。 

 
（４）災害廃棄物発生量の推計 

・市町村は、次の事項を踏まえ、次に示す災害種別ごとの災害廃棄物の推計

方法（地震は表２.１、水害は表２.２）を基に災害廃棄物発生量を把握し、処分

方法を検討する。 
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表 2.1.1 災害廃棄物（避難所ごみ、し尿を除く）発生量の推計方法 

発生量（ｔ） 被害棟数（棟）×平均床面積（ｍ２/棟）×発生原単位（ｔ/ｍ２）×係

数 

※ 被害区分：全壊、半壊、焼失（木造・非木造） 

種類別発生量 災害廃棄物発生量（ｔ）×災害廃棄物等の種類別割合 

平均床面積 全 壊

半

壊 

木造：１２７ｍ２/棟   ＲＣ造：１，４５４ｍ２/棟 

Ｓ造：２８１ｍ２/棟   その他：１０２ｍ２/棟 

焼失 木造：１２７ｍ２/棟   非木造：３２２ｍ２/棟       

発生原単位 全 壊

半

壊 

木造：０．６９６ｔ/ｍ２  ＲＣ造：１．１０７ｔ/ｍ２   

Ｓ造：０．７１２ｔ/ｍ２  その他：０．８３８ｔ/ｍ２ 

焼失 木造：０．６９６ｔ/ｍ２   非木造：０．８０５ｔ/ｍ２ 

係数 全壊：１           半壊：０．２      

焼失（木造）：０．６６    焼失（非木造）：０．８４ 

種類別割合 
 

項目 全壊、半壊 火災（木造） 火災（非木造） 

可燃物（%） １８ ０．１ ０．１ 

不燃物（%） １８ ６５ ２０ 

コンクリートが

ら（%） 

５２ ３１ ７６ 

金属くず（%） ６．６ ４ ４ 

柱角材（%） ５．４ ０ ０ 

平均床面積：「山梨県統計データバンク 市別構造別着工建築物」の平 

  成２２～平成２６年度の建物の数、床面積から算出 

発生原単位：「阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理について」（平成

９年３月 兵庫県）による 

係数：「災害廃棄物対策指針 技術資料」による 

種類別割合：「災害廃棄物対策指針 技術資料」南海トラフ巨大地震の想

表２.１ 災害廃棄物の発生量の推計方法【地震】 

発生量（ｔ） 被害棟数（棟）×①平均床面積（ｍ２/棟）×②発生原単位（ｔ/ｍ２） 

×③係数  【被害区分：全壊、半壊、焼失（木造・非木造）】 

種類別発生量 災害廃棄物発生量（ｔ）×④災害廃棄物等の種類別割合 

①平均床面積 全壊 

半壊 

木造：127ｍ２/棟   ＲＣ造：1,454ｍ２/棟 

Ｓ造：281ｍ２/棟   その他：102ｍ２/棟 

焼失 木造：127ｍ２/棟   非木造：322ｍ２/棟 

②発生原単位 全壊 

半壊 

木造：0.696ｔ/ｍ２  ＲＣ造：1.107ｔ/ｍ２   

Ｓ造：0.712ｔ/ｍ２  その他：0.838ｔ/ｍ２ 

焼失 木造：0.696ｔ/ｍ２   非木造：0.805ｔ/ｍ２ 

③係数 全壊：1          半壊：0.2      

焼失（木造）：0.66    焼失（非木造）：0.84 

④種類別割合 

 

項目 全壊、半壊 火災 

（木造） 

火災 

（非木造） 

可燃物（%） 18 0.1 0.1 

不燃物（%） 18 65 20 

コンクリートがら（%） 52 31 76 

金属くず（%） 6.6 4 4 

柱角材（%） 5.4 0 0 

  

○平均床面積：「山梨県統計データバンク 市別構造別着工建築物」の平成２

２～平成２６年度の建物の数、床面積から算出 

○発生原単位：「阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理について」（平成

９年３月 兵庫県）による 

○係数   ：「災害廃棄物対策指針 技術資料」による 

○種類別割合：「災害廃棄物対策指針 技術資料」南海トラフ巨大地震の想

定（東日本大震災の処理実績に基づく種類別割合）による 

○焼失による木造・非木造別の被害想定を行っていない場合には、木造と非

木造の割合を８対２（県内の建物のおおよその構造別割合）

環境整備
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定（東日本大震災の処理実績に基づく種類別割合）による 

焼失による木造・非木造別の被害想定を行っていない場合には、木造と非

木造の割合を８対２（県内の建物のおおよその構造別割合）として算出す

る。 

 

     表 2.1.2 災害廃棄物（避難所ごみ）発生量の推計方法 

避難ごみ発生量 避難者数（人）×収集実績に基づいた発生原単位（ｇ/人・日） 

収集実績に基づいた発生原単

位 

「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）の過去１０年間の

山梨県１人１日当たりの排出量の平均値を用いる 

  

算出式：「災害廃棄物対策指針 技術指針」による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

として算出する。 

 

表２.２ 水害による災害廃棄物の発生量の推計に用いる発生原単位 

損壊種別 発生原単位 

全 壊 117 トン/棟 

半 壊 23 トン/棟 

床上浸水 4.6 トン/世帯 

床下浸水 0.62 トン/世帯 

出典：災害廃棄物対策指針 第３編 資料編 技術資料１４－２ 
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表 2.1.3 災害廃棄物（し尿）収集必要量の推計方法 

し尿収集必

要量（Ｌ） 

①災害時におけるし尿収集必要人数×②１日１人平均排出量 

①災害時に

おけるし

尿収集必

要人数 

③仮設トイレ必要人数＋④非水洗区域し尿収集人口 

②１日１人

平均排出

量 

１．７Ｌ/人・日 

③仮設トイ

レ必要人

数 

避難所避難者数＋⑤断水による仮設トイレ必要人数 

④非水洗区

域し尿収

集人口 

汲取人口－避難者数×（汲取人口/総人口） 

汲取人口 ⑥計画収集人口 
 

⑤断水によ

る仮設ト

イレ必要

人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔水洗化人口－避難者数×(水洗化人口/総人口) 〕×上水道

支障率×１/２ 

⑦水洗化人

口 

平常時に水洗トイレを使用する住民数 

（下水道人口、コミュニティプラント人口、

農業集落排水人口、浄化槽人口） 

⑧総人口 水洗化人口＋非水洗化人口 

上水道支障

率 

地震による上水道の被害率 

１/２ 断水により仮設トイレを利用する住民は、上

水道が支障する世帯のうち約１/２の住民

と仮定 
 

 

⑥計画収集

人口 

「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）の山梨県の直近年

度の値を用いる 

⑦水洗化人

口 

⑧総人口 

  

算出式：「災害廃棄物対策指針 技術指針」による 

１日１人平均排出量：「災害廃棄物対策指針 技術指針」による 
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イ 仮置場 

    想定される災害規模に応じて仮置場の必要面積を算定し、平常時に仮

置場の候補地を設定する。また、仮置場は、主に災害廃棄物を分別

し、一定期間保管する場所と、主に破砕・選別等を行う場所とに分けて

設置することが考えられるため、場所ごとの具体的な利用方法をあら

かじめ定めておく。 

 

ウ 処理スケジュール・処理フロー 

    災害廃棄物発生量や処理可能量等の推計をもとに災害廃棄物の処理

スケジュールと処理フローを定める。 

    また、災害時において優先的に回収する災害廃棄物の種類、処理方法

等について定める。 

 

（５）し尿・避難所ごみ・生活ごみの処理 

・市町村は、災害廃棄物処理だけでなく、し尿や避難所ごみ、生活ごみの処

理が継続的かつ確実に実施されるよう、次の表２．３及び表２．４に示す推

計方法により発生量を把握し、し尿や避難所ごみ等の処理を事前に検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）し尿・避難所ごみ・生活ごみの処理 

・市町村は、災害廃棄物処理だけでなく、し尿や避難所ごみ、生活ごみの処理

が継続的かつ確実に実施されるよう、次の表２．３及び表２．４に示す推計方

法により発生量を把握し、し尿や避難所ごみ等の処理を事前に検討する。 
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表２．３ 災害廃棄物（し尿）収集必要量の推計方法 

 

出典：「災害廃棄物対策指針 第３編 資料編 技術資料１４－３」 

 

表２.４ 災害廃棄物（避難所ごみ）発生量の推計方法 

避難所ごみ発生量 
避難者数（人）×収集実績に基づい

た発生原単位（ｇ/人・日） 

収集実績に基づいた発生原単

位 

「一般廃棄物処理事業実態調査」

（環境省）の過去１０年間の山梨県１

人１日当たりに家庭から排出する生

活ごみの量（※）の平均値（※※）を

環境整備

課修正 
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 （６）収集運搬体制の整備 

・市町村は、平時から収集運搬体制整備に必要な次の表２.５に掲げる項目を
事前に整理する。 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用いる。 

 ※  生活ごみの量＝家庭系ごみ

搬入量／人口／日数 

 ※※ 平均値＝６８１ｇ／人・日（Ｈ

２１～Ｈ３０） 

出典：「災害廃棄物対策指針 第３編 資料編 技術資料１４－３」 

「災害廃棄物処理行政事務の手引き」 

 

（６）収集運搬体制の整備 

・市町村は、平時から収集運搬体制整備に必要な次の表２.５に掲げる項目を
事前に整理する。 

表２.５ 収集運搬体制整備に係る事前検討項目 

項目 内容 

優先的に回収す

る災害廃棄物の

種類 

生活ごみ（生ごみ等の腐敗性廃棄物）や有害廃棄物・危

険物等を優先的に回収する。 

収集運搬方法 生活ごみ、避難所ごみなど、種類ごとの車両の選定の実

施をする。 

また、片づけごみの回収戦略を事前に想定しておく。 

収集ルート 地域住民への生活環境への影響や交通渋滞の発生防

止など総合的な観点から収集運搬ルートを決定する。 

また、水害を想定し、洪水ハザードマップを参考に、発災

後に運行可能なルートを検討しておく。 

資機材 収集運搬車両、重機（燃料を含む）の確保を行う。 

連絡体制 一般廃棄物収集運搬事業者と事前に協力体制及び連

絡体制を確保しておくとともに、一般廃棄物収集運搬業

者等が所有する収集運搬車両のリストを事前に作成して

おく等により体制の整備に努める。 

                   参考：「災害廃棄物対策指針」 

 

環境整備

課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県地域防災計画改正案新旧対照表 
本編頁数 旧 新 改正理由 

 

 - 88 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                               

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                         

 
                 

                                 

                                        

                                 

                                            

                                 

                                           

                

                          

                

                           

 

３ 応急対応 

 （１）県の応急対応 

ア 組織体制の確立 

     平常時に定めた組織体制、指揮命令系統、情報収集、連絡体制を確

立する。  

イ 被災状況等の情報収集 

被災後に、廃棄物対策班と環境整備班が収集する情報の内容を表3.1

に示す。 

①被災状況等 

（７）仮置場 

・仮置場は、災害廃棄物を一時的に集積し、分別・保管しておく場所である。 

・市町村は、災害発生時に円滑な災害廃棄物処理が行えるよう、あらかじめ、
災害廃棄物の仮置場の候補地を選定し、リスト化する。 

・そして、平時から、仮置場の運営において必要な資機材を一定数備蓄すると
ともに、重機や人員等、発災後に調達・調整が必要な事項について調達方
法等について検討を行う。 

・また、災害時には市町村指定の仮置場へ災害廃棄物を持ち込むことについ
て、平時から住民へ周知する。 

 

（８）初動準備対応 

・風水害の場合は、一般的に台風の接近、前線の停滞等の予兆があるため、

発災前に災害廃棄物処理に係る事前対応が可能な事項がある。 

・そのため、大雨等により災害発生が予想される場合において、発災前に可能

な対応を「初動準備対応」と位置づけ、必要な事前準備対応を行う。 

・特別警報の発令等により、県内への風水害が予測される場合、市町村等は

主に次の①～④の事項を実施し、県はその対策状況の確認を行う。 

① 組織体制の確認 

② 廃棄物処理施設の安全性の確認 

③ 仮置場の事前準備 

④ 災害廃棄物発生に備えた広報の準備 

 

３ 発災後の災害廃棄物対応（初動対応） 

 （１）組織体制の確立 

・県及び被災市町村は職員の安否情報、参集（見込）状況を踏まえ、平時に定

めた組織体制、指揮命令系統、情報収集、連絡体制を確立する。 

・県は、県災害対策本部にて、廃棄物処理に係る体制（「統括部 建築物・廃棄

物対策班」、「環境・エネルギー部 環境整備班」、「地方連絡本部 林務環

境事務所」）を整備する。 
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       廃棄物対策班は、統括本部情報班を通じて、被災市町村から建物

被害（全壊、半壊等の棟数）や避難所の開設状況、避難者数等の情

報を収集する。 

②廃棄物処理施設の被災状況 

環境整備班は、被災市町村や廃棄物処理業者から廃棄物処理

施設の被災状況等に関する情報を収集する。 

③協定による協定締結団体の状況確認 

       環境整備班は、協定締結団体に連絡体制を確認する。 

 

表 3.1 収集する情報の内容 

a建築物・廃棄物対策班 

収集先 情報の内容 情報収集の流れ 目的 

被災市町村 

 

物的被害（全壊、半壊） 

避難所開設状況、避難者数 

被災市町村⇒情報班

⇒建築物・廃棄物

対策班⇒環境整備

班 

災害廃棄物排

出 量 の 推

計、 

国への報告 

       b環境整備班 

収集先 情報の内容 情報収集の流れ 目的 

被災市町村

等 

 

一般廃棄物処理施設の被害状

況 

稼働可能な処理能力 

被災市町村等⇔林務環

境事務所⇒環境整備

班⇔建築物・廃棄物

対策班 

処理体制整備

の支援 

災害廃棄物の処理状況 処理状況の進

捗状況把握 

処理業者 一般廃棄物処理施設の被害状

況 

産業廃棄物処理施設の被害状

況 

稼働可能な処理能力 

処理業者⇔林務環境事

務所⇔環境整備班⇔

建築物・廃棄物対策

班 

処理体制整備

の支援 

協定締結団

体 

連絡体制の確認 関係団体⇔環境整備班

⇔建築物・廃棄物対

策班 

処理体制整備

の支援 

※aと bは、状況の変化に応じ相互に情報の共有を図る。 

        処理業者から情報を収集する廃棄物処理施設は次のとおりとする。 

         ①廃棄物処理法第８条第１項に基づく一般廃棄物処理施設のうち次に

該当するもの 

         選別施設、破砕施設、焼却施設 

②廃棄物処理法第１５条第１項に基づく産業廃棄物処理施設のうち次に該当するもの 

          破砕施設（施行令第７条第７号、第８の２号で定めるもの）、焼却施設

（施行令第７条 

第８号、第１３の２号で定めるもの） 
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ウ 災害廃棄物発生量の推計及び国への報告 

     環境整備班は、建物の被害状況や避難所への避難者数から災害廃

棄物発生量や避難所ごみの発生量等を推計し、処理施設の被害状況

等と併せ、廃棄物対策班及び国（環境省）に報告する。 

エ 被災市町村の支援、関係機関等の調整 

    環境整備班は、災害廃棄物の処理の進捗状況を把握し、被災市町

村が災害廃棄物の収集運搬・処理体制を整備するための支援・助言

を行う。 

また、廃棄物対策班及び環境整備班は、必要に応じ、広域的な協力

体制の確保、周辺市町村・国・民間事業者との連絡調整等を行う。 

 

 （２）市町村の応急対応 

ア 組織体制の確立 

   平常時に定めた組織体制、指揮命令系統、情報収集、連絡体制を確立

する。 

イ 被災状況等の情報収集 

   災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理を行うため、災害発生直後から、廃

棄物処理施設の被災状況や収集運搬車両の状況等の収集運搬体制、

廃棄物発生量の推計に必要な情報等を把握し、県に報告する。 

ウ 協力・支援の要請 

   被害が甚大で自区内での処理が不可能なときは、被災市町村を管轄す

る県林務環境事務所を通じ、協力・支援を求める。 

  エ 災害廃棄物処理実行計画の作成 

平常時に作成した災害廃棄物処理計画を基に、廃棄物の発生量と処

理施設の被害状況を把握したうえで、実行計画を作成する。 

オ 災害廃棄物の処理 

   ① 収集運搬 

     道路の復旧状況や優先的に回収する災害廃棄物の種類、収集運搬

ルートなどを踏まえ収集運搬体制を整備し、必要な分別排出を住民

に周知する。 

   ② 仮置場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被害状況等の情報収集 
・被災市町村等は、被害状況の把握を行うため、次の表３.２の情報を関係者

から収集し、随時、県へ報告する。 

表３.２ 発災直後に収集する情報一覧 

N

o 

情報内容 情報収集先 

◆被災状況 

① 庁舎、一般廃棄物処理施設（焼却施設、リサ

イクル関連施設、最終処分場）の被害状況 

市町村庁舎管理部門 

一部事務組合 

② ①の各施設・拠点の電力、ガス、水道の供給

状況 

市町村庁舎管理部門 

一部事務組合 

③ 避難所数、避難者数及び仮設トイレの必要数 市町村防災部門 

◆収集運搬体制に関する情報 

④ 道路その他通行に要する橋梁等の被害状況 市町村建設部門 

⑤ 収集運搬車両・機材の被害状況 一部事務組合、委託

業者 

◆発生量を推計するための情報 

環境整備

課修正 
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     被害状況を反映した発生推計量をもとに必要面積の見直しを行い、効

率的な受け入れ、分別・処理等が可能な搬入導線等を考慮し、設置

場所を確保する。 

   ③ 分別・処理・再資源化 

     廃棄物の種類毎の性状や特徴等に応じた適切な方法を選択し、復興

計画や復興事業の進捗に合わせて分別・処理・再資源化を行う。 

  カ 環境対策、モニタリング 

    地域住民の生活環境への影響を防止するために、大気質、騒音、振

動、臭気、水質等のモニタリングを行い、被災後の状況を確認し、情

報の提供を行う 

 

              

                                                  

                                        

                                                  

                   

 

                

                                                  

            

                    

                               

                                  

                     

                                                  

         

       

                                                  

                          

         

                                                  

⑥ 全半壊の損壊家屋数と撤去（必要に応じて解

体）を要する損壊家屋数 

市町村防災部門 

⑦ 水害の浸水範囲（床上、床下戸数） 市町村防災部門 

 

・県は、被害状況の把握のため、市町村等から情報収集を行う。 

・また、県との協定締結団体への連絡体制の確認を行う。 

 

 

 

 

（３）協力・支援の要請 

・被災市町村は、被害状況を踏まえ、自衛隊・警察・消防、国等、未被災市町

村、民間事業者等及びボランティアへの協力要請を検討する。 

・県は、被災市町村からの要請や被害状況を踏まえ、自衛隊、国等、県の協定

締結団体へ支援を要請する。 

 

（４）災害廃棄物の処理 

・被災市町村は、災害廃棄物処理計画において平時に検討した内容に基づ

き、次の対応を行う。 

 ①し尿・避難所ごみ・生活ごみ 

  ・仮設トイレ及びし尿処理体制の整備を行う。 

  ・避難所ごみの推計及び処理体制の整備を行う。 

 ②災害廃棄物の発生量の推計 

  ・仮置場の必要面積の把握や災害廃棄物処理実行計画の策定のため、推

計を行う。 

 ③仮置場 

  ・被害状況を反映した災害廃棄物の推計発生量をもとに一次仮置場の必

要面積を算出し、仮置場を開設する。 

④収集運搬 

  ・平時に検討した内容をもとに災害廃棄物の収集運搬体制を整備する（人

環境整備

課修正 
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 ⑤住民等への周知 

  ・仮置場について、期間、場所、受入可能（禁止）品目、分別等を明確にし

たうえで、住民等への周知を行う。 

 

４ 発災後の災害廃棄物対応（応急対応） 

（１）災害廃棄物の処分 

・災害廃棄物は、種類や性状に応じて、破砕、選別、焼却等の中間処理を行
い、再生利用及び最終処分を行う。 

・被災市町村は、災害廃棄物の処理はスピード（処理期間）と費用、リサイクル
のバランスに留意し、総合的に処分方法を検討する。 

 

（２）災害廃棄物処理実行計画の策定 

・被災市町村は、必要に応じて、平時に作成した災害廃棄物処理計画を基に、
廃棄物の発生量と処理施設の被害状況を把握したうえで、災害廃棄物処理
実行計画を策定する。 

 

（３）環境対策・モニタリング 

・被災市町村は、地域住民の生活環境への影響を防止するために、大気質、
騒音、振動、臭気、水質等のモニタリングを行い、被災後の状況を確認し、
住民等へ情報の提供を行う。 

 

（４）損壊家屋等の撤去・解体 

・損壊家屋等の撤去・解体は、原則として、所有者が行う。一方で、被災市町
村は、災害の規模に応じ公費解体の実施の要否を判断する。 

 

４  復旧・復興時の対応 

・被災市町村は、災害廃棄物処理の進捗に応じて、適宜災害廃棄物処理実

行計画の見直しを行う。 

・また、災害廃棄物処理実行計画に定めた処理スケジュールに照らして、災害

員、車両、ルート）。 

 ⑤住民等への周知 

  ・仮置場について、期間、場所、受入可能（禁止）品目、分別等を明確にし

たうえで、住民等への周知を行う。 

 

４ 発災後の災害廃棄物対応（応急対応） 

（１）災害廃棄物の処分 

・災害廃棄物は、種類や性状に応じて、破砕、選別、焼却等の中間処理を行
い、再生利用及び最終処分を行う。 

・被災市町村は、災害廃棄物の処理はスピード（処理期間）と費用、リサイクル
のバランスに留意し、総合的に処分方法を検討する。 

 

（２）災害廃棄物処理実行計画の策定 

・被災市町村は、必要に応じて、平時に作成した災害廃棄物処理計画を基に、
廃棄物の発生量と処理施設の被害状況を把握したうえで、災害廃棄物処理
実行計画を策定する。 

 

（３）環境対策・モニタリング 

・被災市町村は、地域住民の生活環境への影響を防止するために、大気質、
騒音、振動、臭気、水質等のモニタリングを行い、被災後の状況を確認し、
住民等へ情報の提供を行う。 

 

（４）損壊家屋等の撤去・解体 

・損壊家屋等の撤去・解体は、原則として、所有者が行う。一方で、被災市町
村は、災害の規模に応じ公費解体の実施の要否を判断する。 

 

５ 発災後の災害廃棄物対応（復旧・復興） 

・被災市町村は、                 災害廃棄物処理実行計画に基づ

き災害廃棄物の処理が適正かつ円滑に進むよう、随時、進行管理を行う。 

・また、災害廃棄物処理実行計画に定めた処理スケジュールに照らして、次の

環境整備

課修正 
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廃棄物の処理が適切に進んでいるかを把握し、処理が計画どおりに進んで

いない場合には、市町村に対して助言、支援等を行う。 

 

 

 

 

市町村等一般廃棄物処理施設一覧表 

 

ア ごみ焼却施設一覧表 

                      令和２年１月３１日現在 

 

 

 

事項を検討する。 

・被災した一般廃棄物処理施設の復旧に向けた国庫補助金制度の活用 

・災害廃棄物処理実行計画の見直し 

・仮設処理施設設置の要否 

 

 

市町村等一般廃棄物処理施設一覧表 

 

令和3年3月末 現在

1  富士吉田市
 環境美化センター

 ごみ処理施設
 富士吉田市小明見
 三丁目11番32号

 富士吉田市　(西桂町)　(忍野村)
 (富士河口湖町)　　１市(２町１村)

170
（85t/炉）

全連続
スト－カ
灰溶融

2 BF H12～14 H14.12

2  上野原市  クリーンセンター
 上野原市上野原
 8344

 上野原市　(小菅村)　(丹波山村)　　１市(２
村)

40
（20t/炉）

機械化
バッチ

スト－カ 2 BF H7～9 H9.10

3  山中湖村  クリーンセンター
 南都留郡山中湖村
 平野506･507

 山中湖村　　１村

45
（22.5t/

炉）
機械化
バッチ

スト－カ 2 EP H1～2 H3.4

4  中巨摩地区広域事務組合  清掃センター
 中央市一町畑
 1189

 南アルプス市　甲斐市　中央市　昭和町
 富士川町　市川三郷町　　３市３町

270
（90t/炉）

全連続 スト－カ 3 BF H6～8 H9.2

5  峡北広域行政事務組合
 エコパーク
 たつおか

 韮崎市龍岡町
 下條南割1895

 韮崎市　北杜市　甲斐市　　３市
160

（80t/炉）
全連続

ｷﾙﾝ式
ガス化
溶融炉

2 BF H12～14 H14.12

6  峡南衛生組合  ごみ焼却場
西八代郡市川三郷
町鴨狩津向1387

 市川三郷町　早川町　身延町　（南部町）
 ３町（１町）

30
（15t/炉）

機械化
バッチ

スト－カ 2 BF H6～7 H8.4

7  大月都留広域事務組合  ごみ処理施設
 大月市初狩町
 中初狩3274

 都留市　大月市　(道志村)　　２市(１村)
104

（52t/炉）
全連続 スト－カ 2 BF H12～14 H14.12

8 甲府･峡東ごみ処理施設事務組合 ごみ処理施設
笛吹市境川町寺尾
1440-1

甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市

369
（123t/

炉）
全連続 流動床 3 BF

H26～
H28

H28.10

設置主体 施設名 施設所在地
構　　成　　市　　町　　村
※（　）は処理委託市町村

備　考炉数
排ｶﾞｽ処
理方式

建設工
期

（年度）

運転開
始年月

ご　み　焼　却　施　設　一　覧　表

施設規模
（t/日） 燃焼形式 炉型式

 

 

環境整備

課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編２ 資料編２ 

  設置主体 施設所在地 

構成市町村 

※（ ）は処理委託市

町村 

施設規模 

(t/日) 
備考 

1 富士吉田市 
富士吉田市小明見 

三丁目 11番 32号 

富士吉田市(西桂町、忍野

村、富士河口湖町)  
170    

2 上野原市 
上 野 原 市 上 野 原

8344 

上野原市(小菅村、丹波山

村)   
40    

3 山中湖村 
南都留郡山中湖村平

野506、507 
山中湖村   45   

4 

中巨摩地区

広域事務

組合 

中央市一町畑1189 

南アルプス市、甲斐市、

中央市、 昭和町、富

士川町、市川三郷町  

270    

5 

峡北広域行

政事務組

合 

韮崎市龍岡町下條南

割1895 

韮崎市、北杜市、甲斐市

（甲州市）   
160    

6 
峡南衛生組

合 

西八代郡市川三郷町

鴨狩津向1387 

市川三郷町、早川町、身

延町（南部町） 
30   

7 

大月都留広

域事務組

合 

大月市初狩町中初狩

3274 
都留市、大月市(道志村) 104    

8 甲府･峡東

地域ごみ

処理施設

事務組合 

笛吹市境川町寺尾字

前付1440-1 

甲府市、山梨市、笛吹市、

甲州市 

 

369 
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イ 粗大ごみ処理施設一覧表 

令和２年１月３１日現在 

 

 

 

  

設置主体 施設所在地 
構成市町村 

※（ ）は処理委託市町村 

施設規模 

(t/日) 
備考 

1 
富 士 河 口湖

町 

南都留郡富士河口湖町 

河口 385 
富士河口湖町   5    

2 

中 巨 摩 地区

広 域 事 務

組合 

中央市一町畑 1189 

南アルプス市、甲斐市、中央

市、昭和町、富士川町、市

川三郷町   

40   

 

ウ 資源化を行う施設一覧表 

令和２年１月３１日現在 

 
設 置 主

体 
施設所在地 

構成市町村 

※（ ）は処理委託

市町村 

施 設

規

模 

 

(t/

日

) 

備考 

1 
富 士 吉

田市 

富 士 吉 田 市

小 明 見 三

丁目 11 番

32 号 

富士 吉田 市  (西 桂

町、忍野村) 
30 

び ん 類 を 手

選 別 後 、

破砕し 選

別 

2 
上 野 原

市 

上 野 原 市 上

野原 8344 

上 野 原 市 （ 丹 波 山

村、小菅村）   
5 

び ん 類 を 手

選 別 後 、

破 砕 し 選

別 

3 
山 中 湖

村 

南 都 留 郡 山

中 湖 村 平

野 506 、

507 

山中湖村   9 

び ん 類 を 手

選 別 後 、

破 砕 し 選

別 

令和3年3月末 現在

設置主体 施設所在地
施設規模

 (t/日)
処理方式 選別数

建設工期
（年度）

運転開始
年月

備考

1  富士河口湖町
南都留郡富士河口湖町
河口385

5 併用 4  S62 S63.4

2  中巨摩地区広域事務組合 中央市一町畑1189 40 併用 4 S61～62 S62.1

粗　大　ご　み　処　理　施　設　一　覧　表

構　　成　　市　　町　　村
※（　）は処理委託市町村

 富士河口湖町　　１町

 南アルプス市　甲斐市　中央市　昭和町
 富士川町　市川三郷町　　３市３町

 
 

 

令和3年3月末 現在

埋立容量
(埋立面積)

浸出水
処理施設

埋立方式
浸出水

処理方式

1  甲府市
甲府市小曲町
948-1

 95,400m3
(14,400㎡)

 50m3/日  準好気性埋立 接触ばっ気法 S60～61 H7年度末

2  甲府市
甲府市増坪町
710-3

 47,900m3
 (12,870㎡)

 40m3/日  準好気性埋立 回転円板
 H4～5 

埋立開始は
H7年度から

H13.5

3  甲府市
甲府市西高橋町
383

 58,800m3
(13,300㎡)

 35m3/日  準好気性埋立

高度処理
（活性炭吸着、
キレート吸着）

H13～14
埋立開始は
H15．5から

H22.3

4 山梨県市町村総合事務組合
笛吹市境川町寺尾
1246番1

302,000ｍ3

（28,570ｍ2）
120m

3
/日  準好気性埋立

凝集沈殿法
（下水道接続）

H26～ －

埋　立　処　分　施　設　一　覧　表

設置主体名 施設所在地

　山梨県内の全市町村

 甲府市　　１市

構　　成　　市　　町　　村
※（　）は処理委託市町村

 甲府市　　１市

処理方式
建設工期
（年度）

 甲府市　(笛吹市(旧石和町))
 １市(１市)

備考
埋立終了

年度

処理能力

 
 

環境整備

課修正 
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4 

峡 北 広

域 行

政 事

務 組

合 

韮 崎 市 龍 岡

町 下 條 南

割 1895 

韮崎市、北杜市、甲

斐市   
15 

不 燃 物 を 破

砕し選別 

5 

青 木 が

原 ご

み 処

理 組

合 

南 都 留 郡 富

士 河 口 湖

町 精 進 青

木ヶ原 514 

笛吹市、中央市、富

士河口湖町、鳴沢

村  

10 

 

び ん 類 を 手

選 別後、

破砕し 選

別  ア ル

ミ ・ 鉄 を 選

別し圧縮 

6 

大 月 都

留 広

域 事

務 組

合 

大 月 市 初 狩

町 中 初 狩

3274 

都留市、大月市(道

志村)   
31 

び ん 類 を 含

め、破砕し

選別 

7 甲府･峡

東 地

域 ご

み 処

理 施

設 事

務 組

合 

笛 吹 市 境 川

町 寺 尾 字

前 付

1440-1 

甲府市、山梨市、笛

吹市、甲州市  

30.6 不燃ごみ、不

燃 性 粗 大

ご み を 破

砕し選別 

8 6.4 プラスチック

製 容 器 包

装 を 圧 縮

梱包 

9 10 紙 製 容 器 包

装 、 ミ ッ ク

ス ペ ー パ

ー の 圧 縮

梱包 

1 中央市 中 央 市 浅 利

192 

中央市 9 汚泥･生ごみ

を堆肥化 

令和3年3月末 現在

設置主体
施設規模

 (t/日)
選別数

建設工期
（年度）

稼働開始
年月

備考

1  富士吉田市 30 8  H12～14 H15.4
 びん類を手選
 別後、破砕し
 選別

2  上野原市 5 5 H18～19 H20.4
 びん類を手選
 別後、破砕し 
 選別

3  山中湖村 9 5  H6～7 H7.4
 びん類を手選
 別後、破砕し
 選別

4  峡北広域行政事務組合 15 4 H16～17 H18.4
 不燃物を破砕
 し選別

5  青木が原ごみ処理組合 10 5 S48～50 S50.4
びん類を手選 別後、
破砕し 選別　アルミ・
鉄を選別し圧縮

6  大月都留広域事務組合 31 7  H12～14 H15.4
 びん類を含め、
 破砕し選別

7
甲府･峡東地域ごみ処理施
設事務組合

30.6 2 H26～H28 H28.10
不燃ごみ、不燃性粗
大ごみを破砕し選別

8
甲府･峡東地域ごみ処理施
設事務組合

6.4 1 H26～H28 H28.10
プラスチック製容器包
装を圧縮梱包

9
甲府･峡東地域ごみ処理施
設事務組合

10 1 H26～H28 H28.10
紙製容器包装、ミック
スペーパーの圧縮梱
包

10 中央市 9 1 R1 R1.10 汚泥・生ごみを堆肥化

笛吹市境川町寺尾字前付1440
番地1

甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市　４市

南都留郡富士河口湖町精進青
木ヶ原514

 富士河口湖町　鳴沢村　１町１村

笛吹市境川町寺尾字前付1440
番地1

甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市　４市

笛吹市境川町寺尾字前付1440
番地1

甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市　４市

中央市浅利１９２

資　源　化　等　を　行　う　施　設　一　覧　表

上野原市上野原8344  上野原市　（丹波山村）　（小菅村）　　１市（２村）

大月市初狩町中初狩3274

 山中湖村　　１村

 韮崎市　北杜市　甲斐市　　３市

 都留市　大月市　(道志村)　　２市(１村)

南都留郡山中湖村平野506･
507

韮崎市龍岡町下條南割1895

中央市　１市

施設所在地

富士吉田市小明見三丁目11番
32号

構　　成　　市　　町　　村
※（　）は処理委託市町村

 富士吉田市　(西桂町)　(忍野村)　　１市(１町１村)

 

環境整備

課修正 
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202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 最終処分場一覧表 

                        令和２年１月３１日現在 

 設置主体 施設所在地 構成市町村 埋立容量 

（埋立面積） 

備考 

1 山 梨 県 市

町 村 総

合 事 務

組合 

笛吹市境川町寺尾

地内 

県内２７市町村 302,000m3 

（28,570m2） 

H30 供用開始予定 

 
 

 

オ し尿処理施設一覧表（地域し尿処理施設を除く） 

令和２年１月３１日現在 

  設置主体 施設所在地 
構成市町村 

※（ ）は処理委託市町村 

処理規模 

(kℓ/日） 

1 甲府市 甲府市小曲町 948-1 甲府市   100 

2 富士吉田市 
富士吉田市小明見三丁目 11 番

17 号 

富士吉田市 (西桂町、忍野村、山

中湖村)   
90 

3 山梨市 山梨市南 2160 山梨市   45 

4 北杜市 北杜市長坂町中丸 916 北杜市   46 

5 笛吹市 笛吹市石和町砂原 936-2 笛吹市   40 

6 上野原市 上野原市上野原 8344 上野原市   40 

7 甲州市 甲州市塩山千野 3136 甲州市   20 

8 峡南衛生組合 南巨摩郡南部町万沢 5979-3 南部町   19 

9 
中巨摩地区広

域事務組合 
中央市乙黒 1083-3 

南アルプス市、甲斐市、中央市、

昭和町   
85 

10 
峡北広域行政

事務組合 
韮崎市栄 2-5-48 韮崎市、北杜市、甲斐市   72 

11 峡南衛生組合 
西八代郡市川三郷町鴨狩津向

1387 
市川三郷町、早川町、身延町  40 

12 三郡衛生組合 南アルプス市東南湖 1070 
南アルプス市、市川三郷町、富士

川町   
61 

13 
青木ヶ原衛生

センター 

南都留郡富士河口湖町 精進青

木ヶ原 514 

富士河口湖町、鳴沢村（甲州市、

中央市、道志村)   
50 

14 
大月都留広域

事務組合 
都留市田野倉 1130 都留市、大月市(道志村)   92 

 

令和3年3月末 現在

設置主体 施設名 施設所在地
構　　成　　市　　町　　村
※（　）は処理委託市町村

処理規模
(kℓ/日）

処理方式
建設工期
（年度）

運転開始
年月

汚泥の処理 備考

1  富士吉田市
 環境美化センター

 し尿処理施設
富士吉田市小明見三
丁目11番17号

 富士吉田市　(西桂町)　(忍野村)　(山中湖
村)
 １市(１町２村)

90  膜分離  H1～3  H4.4  焼却

2  山梨市
 環境センター
 し尿処理場

山梨市南2160  山梨市　　１市 45  二段活性  S56～57  S58.4  焼却

3  北杜市
 北部ふるさと公
苑

北杜市長坂町中丸
916

 北杜市　　１市 46  標準脱窒  H2～3  H4.4  焼却

4  笛吹市  クリーンセンター
笛吹市石和町砂原
936-2

 笛吹市　　１市 40
 嫌気性消

化
 S50～51  S52.3  脱水

5  上野原市  クリーンセンター 上野原市上野原8344  上野原市　　１市 40  好気性  S53  S54.4  焼却

6  甲州市
 環境センター
 し尿処理場

甲州市塩山千野3136  甲州市　　１市 20  標準脱窒  H12～14  H15.4
堆肥化

（生ごみ50
㎏/日）

汚泥再生処理センター

7  峡南衛生組合
し尿処理場南
部支所

南巨摩郡南部町万沢
5979-3

 南部町　　１町 19
標準脱窒

＋
高度処理

 H16～18  H18.4
堆肥化

（生ごみ50
㎏/日）

汚泥再生処理センター

8  中巨摩地区広域事務組合  衛生センター 中央市乙黒1083-3
 南アルプス市　甲斐市　中央市　昭和町
 ３市１町

85  高負荷  H3 ～5  H5.10 脱水

9  峡北広域行政事務組合
 峡北南部
 衛生センター

韮崎市栄2-5-48  韮崎市　北杜市　甲斐市　　３市 72  好気性  S49～50  S51.3  脱水

10  峡南衛生組合  し尿処理施設
西八代郡市川三郷町
鴨狩津向1387

 市川三郷町　早川町　身延町　　３町 40
膜分離

＋
高度処理

 S62～63  H1.4
焼却＋堆肥化
（生ごみ300㎏

/日）

11  三郡衛生組合
 三郡クリーン
 センター

南アルプス市東南湖
1070

 南アルプス市　市川三郷町　富士川町　
 １市２町

61
膜分離

＋
高度処理

 H9 ～11  H12.4 脱水

12  青木ヶ原衛生センター  衛生センター
南都留郡富士河口湖町
精進青木ヶ原514

 富士河口湖町　鳴沢村　(甲州市)
 (中央市)　(道志村)　　１町１村(２市１村)

50  嫌気性  S45～46  S46.12  脱水

13  大月都留広域事務組合
 大月都留
 し尿処理場

都留市田野倉1130  都留市　大月市　(道志村)　　２市(１村) 92  二段活性  S59～61  S61.12  焼却

し　尿　処　理　施　設　一　覧　表

 

 

令和3年3月末 現在

設置主体 施設名称 処理方式
計画１日最大

汚水量

（ｍ3/日）
竣工年度

運転管理体
制 備　考

1  南アルプス市  南原団地地域し尿処理施設 長時間ばっき 149 S56 委　託

2  南アルプス市  西新居団地し尿処理施設 長時間ばっき 73 S61 委　託

3  甲斐市  松島団地地域し尿処理施設 長時間ばっき 363 S56 委　託

4  甲斐市  双葉登美団地地域し尿処理場 長時間ばっき 298 S63 委　託

5  中央市  よし原処理センタ－ 標準活性汚泥 2,500 S52 委　託

6  富士河口湖町  本栖地区地域し尿処理施設 長時間ばっき 160 S60 委　託

7  富士河口湖町  本栖地区地域し尿処理施設 膜分離活性汚泥 50 H27 委　託

コミュニティプラント一覧表

 

環境整備

課修正 
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204 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

第１３節 生活関連事業等の応急対策 

２ 電気通信事業施設応急対策(東日本電信電話株式会社山梨支店、株式会

社ＮＴＴドコモ山梨支店) 

(1) 防災体制 

ア 非常態勢の区分 

     災害が発生する恐れがある場合、又は発生した場合（以下「非常事

態」という）は、次に定める態勢により対処する。 

 

（注）ドコモのみ 

 

 

   イ、ウ （略） 

 （２）、（３） （略） 

(4) 設備の応急復旧 

ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴドコモ

は、災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久 復旧工事との関

連並びに情勢の緊急度を勘案して、迅速・適切に実施する。 

                                                   

              

 

第１３節 生活関連事業等の応急対策 

２ 電気通信事業施設応急対策(東日本電信電話株式会社山梨支店、株式会

社ＮＴＴドコモ山梨支店) 

(1) 防災体制 

ア 非常態勢の区分 

     災害が発生する恐れがある場合、又は発生した場合（以下「非常事

態」という）は、次に定める態勢により対処する。 
 非常態勢の区分 非常事態の情勢 

準
備 

警戒態勢 ・災害等の発生が予想される場合 

ア

ク

シ

ョ
ン 

災害復旧体制

（注） 

・災害等(被災支社・支店等が単独で対応でき、対策組織の一部の班の対

応のみで対応が可能な規模の災害等)が発生した場合 

・被災支社・支店等が支援を必要とするが災害対策機器類の支援(機器の

運搬・運用作業を含む)等に留まる場合(広域応援体制に至らないと判

断する場合) 

第１非常態勢 ・激甚災害（国に緊急災害対策本部が設置される規模の災害）が発生した

場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

第２非常態勢 ・大規模な災害等（国に非常災害対策本部が設置される規模の災害又は

各会社が単独で対応できず支援が必要な規模の災害）が発生した場合 

・警戒宣言が発せられた場合 

第３非常態勢 ・中規模な災害等（各会社が単独で対応できる規模の災害）が発生した場

合 

・東海地震注意情報が発表された場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

  
（注）ドコモのみ 

 

   イ、ウ （略） 

 （２）、（３） （略） 

（４）設備の応急復旧 

                                            

は、災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関

連並びに情勢の緊急度を勘案して、迅速・適切に実施する。 

ア 被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一義として

速やかに実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本電

信電話㈱

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本電

信電話㈱

修正 
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206 

 

 

 

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                   

・ 復旧にあたっては、行政機関、ライフライン事象者と提携し、早期復

旧に努める。 

 

第４章 災害復旧・復興対策 

災害復旧は、災害発生後、被災した施設の原形復旧に併せ、再度災害の

発生を防止するため必要な施設の新設、改良を行う等、将来の災害に備える

観点から、災害応急対策に基づく応急復旧作業終了後、被害の程度を十分

検討して事業計画を策定し行うものとする。なお、国〔国土交通省〕及び県は、

著しく異常かつ激甚な災害が発生し、内閣府による緊急災害対策本部が設置

された災害等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請等がある場

合、必要があると認めるときは、その事務の遂行に使用のない範囲で当該地

方公共団体又はその団体の長に代って工事を行うことができる権限代行制度

により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

国〔国土交通省〕は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使

用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に

係る場合においては、都道府県に代わって自ら指定区間外の国道の災害復

旧に関する工事を行うことができる権限代行制度により支援を行う。 

国〔国土交通省〕は、都道府県道又は市町村道について、都道府県又は市

町村から要請があり、かつ当該都道府県等又は市町村の工事の実施体制等

の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事で当

該都道府県又は市町村に代わって自らが行うことが適当であると認められる

ときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、都道府県道又は市町村道

の災害復旧に関する工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行

う。 

県は、指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又

は自らが管理する道路と交通上密接である市町村道について、当該市町村

から要請があり、かつ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案

して、当該市町村に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適

当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該

イ 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、

復旧工事に要する要員・資材及び輸送の手当てを行う。 

ウ 復旧にあたっては、行政機関、ライフライン事業者と提携し、早期復

旧に努める。 

 

第４章 災害復旧・復興対策 

災害復旧は、災害発生後、被災した施設の原形復旧に併せ、再度災害の

発生を防止するため必要な施設の新設、改良を行う等、将来の災害に備える

観点から、災害応急対策に基づく応急復旧作業終了後、被害の程度を十分

検討して事業計画を策定し行うものとする。なお、国〔国土交通省〕及び県は、

著しく異常かつ激甚な災害が発生し、内閣府による緊急災害対策本部が設置

された災害等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請等がある場

合、必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で当該地

方公共団体又はその団体の長に代って工事を行うことができる権限代行制度

により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

国〔国土交通省〕は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使

用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に

係る場合においては、都道府県に代わって自ら指定区間外の国道の災害復

旧に関する工事を行うことができる権限代行制度により支援を行う。 

国〔国土交通省〕は、都道府県道又は市町村道について、都道府県又は市

町村から要請があり、かつ当該都道府県等又は市町村の工事の実施体制等

の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事で当

該都道府県又は市町村に代わって自らが行うことが適当であると認められる

ときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、都道府県道又は市町村道

の災害復旧に関する工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行

う。 

県は、指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又

は自らが管理する道路と交通上密接である市町村道について、当該市町村

から要請があり、かつ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案

して、当該市町村に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適

当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該

東日本電

信電話㈱

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 
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工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

国〔国土交通省〕及び独立行政法人水資源機構は、都道府県知事等が管

理の一部を行う指定区間内の一級河川又は二級河川における河川の改良工

事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事について、都道府県知事等

から要請があり、かつ当該都道府県等の工事の実施体制等の地域の実情を

勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事（独立行政法人水資源

機構の場合は、これらに加え、水資源開発水系内の河川管理施設に係るもの

であって、当該水資源開発水系における水の安定的な供給の確保に資するも

のに限る。）を当該都道府県知事等に代わって行うことが適当と認められると

き（国にあっては、その事務の遂行に支障のない範囲である場合に限る。）

は、当該都道府県知事等に代わって工事を行うことができる権限代行制度に

より、都道府県等に対する支援を行う。 

国〔国土交通省〕は、市町村長が管理を行う、一級河川又は二級河川以外

の河川で市町村長が指定したもの（以下「準用河川」という。）における河川の

改良工事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事について、市町村長

から要請があり、かつ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案

して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事を当該市町村長に代わって

行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、

当該市町村長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、支援

を行う。 

国〔国土交通省〕は、災害が発生した場合において、都道府県知事等が管

理の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは二級河川又は市町村長が管

理を行う準用河川に係る維持（河川の埋塞に係るものに限る。）について、当

該都道府県知事又は市町村長から要請があり、かつ当該都道府県又は市町

村における河川の維持の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度

な技術又は機械力を要する維持を当該都道府県知事又は市町村長に代わっ

て行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内

で、当該都道府県知事又は市町村長に代わって維持を行うことができる権限

代行制度により、支援を行う。 

 （略） 

 

工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

国〔国土交通省〕及び独立行政法人水資源機構は、都道府県知事等が管

理の一部を行う指定区間内の一級河川又は二級河川における河川の改良工

事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事について、都道府県知事等

から要請があり、かつ当該都道府県等の工事の実施体制等の地域の実情を

勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事（独立行政法人水資源

機構の場合は、これらに加え、水資源開発水系内の河川管理施設に係るもの

であって、当該水資源開発水系における水の安定的な供給の確保に資するも

のに限る。）を当該都道府県知事等に代わって行うことが適当と認められると

き（国にあっては、その事務の遂行に支障のない範囲である場合に限る。）

は、当該都道府県知事等に代わって工事を行うことができる権限代行制度に

より、都道府県等に対する支援を行う。 

国〔国土交通省〕は、市町村長が管理を行う、一級河川又は二級河川以外

の河川で市町村長が指定したもの（以下「準用河川」という。）における河川の

改良工事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事について、市町村長

から要請があり、かつ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案

して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事を当該市町村長に代わって

行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、

当該市町村長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、支援

を行う。 

国〔国土交通省〕は、災害が発生した場合において、都道府県知事等が管

理の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは二級河川又は市町村長が管

理を行う準用河川に係る維持（河川の埋塞に係るものに限る。）について、当

該都道府県知事又は市町村長から要請があり、かつ当該都道府県又は市町

村における河川の維持の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度

な技術又は機械力を要する維持を当該都道府県知事又は市町村長に代わっ

て行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内

で、当該都道府県知事又は市町村長に代わって維持を行うことができる権限

代行制度により、支援を行う。 

（略） 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正
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第３編  地 震 編 

第１章 地域防災計画・地震編の概要 

第１節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 県 

１ 略 

２ 地震防災応急対策 

(1) ～(4) 略 

(5) 避難の勧告及び指示 

(6) ～(16) 略 

 

第３ 指定地方行政機関 

 11 関東総合通信局 

(1)  非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

                                            

(2)  災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し  

(3)  非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭

等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

(4)  電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

 

17 国土地理院関東  測量部 

   (1)～(3) （略） 

 

 

第５ 指定公共機関 

２ 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」という。)(山梨支店) 

株式会社ＮＴＴドコモ（山梨支店） 

(1) 主要通信の確保 

(2) 通信疎通状況等の広報 

(3) 復旧用資機材等の確保並びに広域応援計画に基づく手配 

(4) 気象警報等の市町村長への伝達 

 

第３編  地 震 編 

第１章 地域防災計画・地震編の概要 

第１節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 県 

１ 略 

２ 地震防災応急対策 

(1) ～(4) 略 

(5) 避難の勧告及び指示 

(6) ～(16) 略 

 

第３ 指定地方行政機関 

11 関東総合通信局 

(1)  非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

(2)  災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支援 

(3)  災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し 

(4)  非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭

等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

(5)  電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

 

17 国土地理院関東地方測量部 

(1)～(3) （略） 

 

 

第５ 指定公共機関 

２ 東日本電信電話株式会社                  （山梨支店） 

株式会社ＮＴＴドコモ（山梨支店） 

(1) 主要通信の確保 

(2) 通信疎通状況等の広報 

(3) 復旧用資機材等の確保並びに広域応援計画に基づく手配 

(4) 気象警報等の市町村長への伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

関東総合

通信局修

正 

 

 

 

 

国土地理

院関東地

方測量部

修正 

 

東日本電

信電話㈱

修正 
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230 
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250 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 地震被害の想定 

４ 想定結果 

 （１）、（２） （略） 

(3) 崖 等 

    （略） 

＜急傾斜地危険箇所危険度＞ 

危険性が高い 危険性がある 危険性が低い

東海地震 758(82.5%) 151(16.4%) 10(1.1%)

南関東プレート境界 592(64.4%) 289(31.4%) 38(4.1%)

釜無川断層 795(86.5%) 118(12.8%) 6(0.7%)

藤の木愛川断層 739(80.4%) 155(16.9%) 25(2.7%)

曽根丘陵断層 413(44.9%) 403(43.9%) 103(11.2%)

糸魚川－静岡構造線 550(59.8%) 313(34.!%) 56(6.1%)

危険度判定結果(箇所数・比率）

   地すべり危険箇所は県東部及び富士川に沿った形で分布しており、何 

   れの地震においてもおよそ半数の箇所が危険性が高くなっている。 

 

（略） 

 

第２章 災害予防計画(平常時の対策) 

第１節 地震に強い県土づくりの推進 

５ 土砂災害警戒区域対策 

県は、地震を誘因としたがけ崩れ等に備えるため、土砂災害警戒区域に

ついて、引き続き実態調査に努める。また、市町村は、県調査箇所以外に

ついても危険箇所の把握に努めるものとする。 

 (1) 土石流危険渓流の災害防止 

土石流危険渓流の調査によると、平成 25 年 4 月 1 日現在、県下には

1,653 の土石流危険渓流があることから、危険が予想される渓流に対し、

砂防ダム、流路工等一連の砂防事業を積極的に推進し、地域の安全と

 

第３節 地震被害の想定 

４ 想定結果 

 （１）、（２） （略） 

(3) 崖 等 

    （略） 

＜急傾斜地危険箇所危険度＞ 

危険性が高い 危険性がある 危険性が低い

東海地震 758(82.5%) 151(16.4%) 10(1.1%)

南関東プレート境界 592(64.4%) 289(31.4%) 38(4.1%)

釜無川断層 795(86.5%) 118(12.8%) 6(0.7%)

藤の木愛川断層 739(80.4%) 155(16.9%) 25(2.7%)

曽根丘陵断層 413(44.9%) 403(43.9%) 103(11.2%)

糸魚川－静岡構造線 550(59.8%) 313(34.1%) 56(6.1%)

危険度判定結果(箇所数・比率）

 
地すべり危険箇所は県東部及び富士川に沿った形で分布しており、何

れの地震においてもおよそ半数の箇所が危険性が高くなっている。 

 

（略） 

 

第２章 災害予防計画(平常時の対策) 

第１節 地震に強い県土づくりの推進 

５ 土砂災害警戒区域対策 

県は、地震を誘因としたがけ崩れ等に備えるため、土砂災害警戒区域に

ついて、引き続き実態調査に努める。また、市町村は、県調査箇所以外に

ついても危険箇所の把握に努めるものとする。 

 (1) 土石流危険渓流の災害防止 

土石流危険渓流の調査によると、平成 25 年 4 月 1 日現在、県下には

1,653 の土石流危険渓流があることから、危険が予想される渓流に対し、

砂防ダム、流路工等一連の砂防事業を積極的に推進し、地域の安全と

 

 

 

 

 

 

笛吹市消

防本部修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂防課修
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253 

 

 

 

避難路及び緊急輸送道路の確保を図る。 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域の災害防止 

知事は、砂防基礎調査と市町村長の意見に基づき、急傾斜地の危険

度が高く地域住民の協力が得られるものは「急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域として指定を行

う。 

指定した区域は、平成 31 年 4 月 1 日現在 395 箇所である。 

指定区域には、標識板等を設置して地域住民に周知徹底を図るととも

に、定期的に防災パトロールを実施して、崩壊危険区域の保全を図る。 

また、がけ崩れを誘発又は助長させるおそれのある行為を規制し、が

け地の安全を図る。 

崩壊防止工事については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律」に基づく工事採択基準に適合し、土地所有者等が施工するこ

とが困難又は不適当と認められるもののうち、緊急度の高いもの及び地

域住民の協カが得られるところから、県防災事業として施工する。 

(3) 地すべり防止区域の災害防止 

砂防調査と市町村長の意見に基づき、地すべりの危険度が高く、地域

住民の協力が得られるものは、地すべり防止区域(地すべり等防止法第

3 条)として指定を促進する。 

指定した区域は、平成 31 年 4 月 1 日現在 34 箇所である。指定区域に

は、標識板等を設置して地域住民に周知徹底を図るとともに、定期的に

防災パトロールを実施して、地すべり危険区域の保全を図る。 

また、地すべりの防止を著しく阻害し、又は著しく助長するおそれのあ

る行為を規制し、地すべりの防止を推進する。 

(4) 土砂災害警戒区域における警戒・避難対策 

県は、大規模地震対策特別措置法による警戒宣言発令時及び地震発

生時の災害予防対策として、土砂災害警戒区域については次の事項を考

慮した警戒・避難対策計画を策定するよう、市町村等を指導する。 

  ア、イ、ウ （略） 

(5) 地域住民への周知 

県及び市町村は、危険な箇所に居住する地域住民に対し、地震による

危険性を周知徹底するとともに、警戒宣言発令時、或いは地震発生時に

速やかに避難体制がとれるよう、円滑な警戒避難態勢を確保する上で必

避難路及び緊急輸送道路の確保を図る。 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域の災害防止 

知事は、砂防基礎調査と市町村長の意見に基づき、急傾斜地の危険

度が高く地域住民の協力が得られるものは「急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域として指定を行

う。 

指定した区域は、平成 31 年 4 月 1 日現在 395 箇所である。 

指定区域には、標識板等を設置して地域住民に周知徹底を図るととも

に、定期的に防災パトロールを実施して、崩壊危険区域の保全を図る。 

また、がけ崩れを誘発又は助長させるおそれのある行為を規制し、が

け地の安全を図る。 

崩壊防止工事については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律」に基づく工事採択基準に適合し、土地所有者等が施工するこ

とが困難又は不適当と認められるもののうち、緊急度の高いもの及び地

域住民の協カが得られるところから、県防災事業として施工する。 

(3) 地すべり防止区域の災害防止 

砂防調査と市町村長の意見に基づき、地すべりの危険度が高く、地域

住民の協力が得られるものは、地すべり防止区域(地すべり等防止法第

3 条)として指定を促進する。 

指定した区域は、平成 31 年 4 月 1 日現在 34 箇所である。指定区域に

は、標識板等を設置して地域住民に周知徹底を図るとともに、定期的に

防災パトロールを実施して、地すべり危険区域の保全を図る。 

また、地すべりの防止を著しく阻害し、又は著しく助長するおそれのあ

る行為を規制し、地すべりの防止を推進する。 

 (1) 土砂災害警戒区域における警戒・避難対策 

県は、大規模地震対策特別措置法による警戒宣言発令時及び地震発

生時の災害予防対策として、土砂災害警戒区域については次の事項を考

慮した警戒・避難対策計画を策定するよう、市町村等を指導する。 

  ア、イ、ウ （略） 

(2) 地域住民への周知 

県及び市町村は、危険な箇所に居住する地域住民に対し、地震による

危険性を周知徹底するとともに、警戒宣言発令時、或いは地震発生時に

速やかに避難体制がとれるよう、円滑な警戒避難態勢を確保する上で必

砂防課修

正 
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253 

 

 

 

 

 

259 

 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載したハザードマッ

プなど、印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

第４節 都市型災害の防止、軽減対策の推進 

１ 建築物の耐震計画 

   （略） 

 (1) 一般建築物の耐震性向上 

   ア～ウ （略） 

   エ 耐震設計、耐震改修工事への補助（対象 ウによる耐震診断の結果

に基づいて行う耐震設計、耐震改修の工事） 

 (2),(3) （略） 

 

４ 租税特別措置法に基づく特別償却制度の活用 

(1) 地震防災対策用資産に係る特別措置 

 

ア 地震防災対策用資産に係る特別償却 

 

対 象 地 

域 

大規模地震対策特別措置法に定める地震防災対策

強化地域 

対 象 者 
                          不特定多数

の者が利用する施設や危険物施設の管理者等 

特例の対象

になる資産 

（平成 21 年 3 月 31 日以前の取得） 

動力消防ポンプ、移動式消火設備、濾水機、感震装

置及び緊急遮断装置、携帯発電機及びこれと併用す

る照明器具、防災用井戸 

（平成 21 年 4 月 1 日から 23 年 6 月 30 日までに取得） 

①緊急地震速報装置（専用の放置装置を含む。）、②

緊急遮断装置（①と同時に設置される場合）、③感震

装置（①②と同時に設置される場合 

 

 

要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載したハザードマッ

プなど、印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

第４節 都市型災害の防止、軽減対策の推進 

１ 建築物の耐震計画 

（略） 

 (1) 一般建築物の耐震性向上 

   ア～ウ （略） 

   エ 耐震改修工事等への補助（対象 ウによる耐震診断の結果に基づい

て行う耐震改修工事等） 

 (2),(3) （略） 

 

４ 地方税法に基づく課税標準の特例の活用 

(1)地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特

例 

ア 地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の

特例 

対 象 地 

域 

当該施設の所在地又は当該事業の営業区域が以下

のいずれかのエリア内であること。 

①南海トラフ地震防災対策推進地域 

②日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進

地域 

③首都直下地震緊急対策区域 

対 象 者 
青色申告を行う法人又は個人事業者で、不特定多数

の者が利用する施設や危険物施設の管理者等 

特例の対象

になる資産 

①緊急地震速報装置（同時に設置する専用の報知装

置を含む。） 

②緊急遮断装置（①と同時に設置する場合。） 

③感震装置（①②と同時に設置する場合。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築住宅

課修正 

 

 

税務課修

正 
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イ 特例の内容 

 

 

５ 公共施設等災害予防対策 

(2) 県有施設の耐震診断 

ア 現行の建築基準法(昭和 56 年施行)以前に建築された県有建物の

内、災害復旧活動の拠点となる県庁舎や警察署、避難所となる学校施

設等を優先して耐震調査を実施し、必要に応じて耐震補強を実施す

る。 

また、これ以外の耐震改修の努力義務がある建物については、耐

震調査を行ったものを中心に、緊急度や建替計画などを考慮するなか

で、順次、耐震補強を実施する。 

区  分 主な施設名 施設数※ 耐震診断施

設数 

補強済施

設数 

イ 特例の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 公共施設等災害予防対策 

(2) 県有施設の耐震診断 

ア 現行の建築基準法(昭和 56 年施行)以前に建築された県有建物の

内、災害復旧活動の拠点となる県庁舎や警察署、避難所となる学校施

設等を優先して耐震調査を実施し、必要に応じて耐震補強を実施す

る。 

また、これ以外の耐震改修の努力義務がある建物については、耐

震調査を行ったものを中心に、緊急度や建替計画などを考慮するなか

で、順次、耐震補強を実施する。 

 

 

対象資産 令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの期間内

に取得した設備 

課税標準の

特例 

課税されることとなった年度から３年度分の固定資産

税について、課税標準を２／３に減額 

税務課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅対策

室 、 建 築

住 宅 課 、

学校施設

課修正 
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264 

 

 

 

265 

 

 

県 庁 舎 本館ほか ４  ４  ３  

合同庁舎 南都留合同庁舎

ほか 

５  ５  ５  

その他の出先

庁舎 

勤労センターほ

か 

１４  １４  １２  

警 察 署 甲府警察署ほか １２  １０  １０  

県 立 高 等 学

校 

  １１３  １０２  ２８  

県営住宅  ３３４  ２０８  ４  

付) 施設数は、耐震診断義務のあるもののみ。 

耐震診断施設は、昭和 56 年度以前に設計した施設 

イ 県立学校については、県立学校施設整備計画に基づき、未耐震の施

設を優先して工事を実施するとともに、非構造部材の落下防止対策を  

     実施し、避難所機能の確保を図る。 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

          

ウ 今後の方針 

耐震診断の調査結果に基づき、必要に応じて計画的に補強工事等

を実施する。 

 

第７節 防災意識の高揚及び自主防災組織活動の推進 

１ 防災知識の普及・教育 

 （略） 

 （１）、（２） （略） 

 （３） 住民に対する防災知識の普及・教育 

     （略） 

      イ 啓発の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付) 施設数は、耐震診断義務のあるもののみ。 

耐震診断施設は、昭和 56 年度以前に設計した施設 

    県立学校については、                                

設を優先して工事を実施するとともに、非構造部材の落下防止対策を引

き続き実施し、避難所機能の確保を図る。 

※ 県有建物の内、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第１４条第１号

で規定する、昭和 56 年 5 月以前に着工した「学校、体育館、病院、劇場、観覧

場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用す

る建築物」で一定規模以上のものについては、全ての建物で耐震性があるこ

とを確認した。 

             

                                                  

             

 

第７節 防災意識の高揚及び自主防災組織活動の推進 

１ 防災知識の普及・教育 

 （略） 

 （１）、（２） （略） 

 （３） 住民に対する防災知識の普及・教育 

     （略） 

     イ 啓発の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅対策

室 、 建 築

住 宅 課 、

学校施設

課修正 

 

 

 

住宅対策

室 、 建 築

住 宅 課 、

学校施設

課修正 

 

 

 

 

 

 


